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１．災害廃棄物対策中国ブロック協議会の構成員

機 関 名 役 職

鳥取県 生活環境部 循環型社会推進課 循環型社会推進課長

鳥取市 市民生活部 環境局 廃棄物対策課 廃棄物対策課長

米子市 市民生活部 クリーン推進課 クリーン推進課長

島根県 環境生活部 廃棄物対策課
環境生活部参事（廃棄物対

策課長事務取扱）

松江市 環境保全部 廃棄物対策課 廃棄物対策課長

出雲市 経済環境部 環境施設課 環境施設課長

岡山県 環境文化部 循環型社会推進課 循環型社会推進課長

岡山市 環境局 環境部 環境事業課 環境事業課長

倉敷市 環境リサイクル局

リサイクル推進部 一般廃棄物対策課
一般廃棄物対策課長

広島県 環境県民局 循環型社会課 循環型社会課長

広島市 環境局 環境政策課 環境政策課長

福山市 経済環境局 環境部 環境総務課 環境総務課長

呉市 環境部 環境政策課 環境政策課長

山口県 環境生活部 廃棄物･リサイクル対策課
廃棄物･リサイクル対策課

長

下関市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物対策課長

山口市 環境部 資源循環推進課 資源循環推進課長

公益社団法人 全国産業資源循環連合会 中国地域協議

会
中国地域協議会会長

岡山大学学術研究院 環境生命科学学域 川本 克也

岡山大学学術研究院 環境生命科学学域 藤原 健史

公益財団法人 廃棄物･３Ｒ研究財団 高田 光康

国立研究開発法人 国立環境研究所 宗 清生

国土交通省 中国地方整備局 防災室 防災室長

国土交通省 中国地方整備局

港湾空港部 港湾空港防災･危機管理課

港湾空港防災･危機管理課

長

環境省 中国四国地方環境事務所 資源循環課 資源循環課長

（敬称略）
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２．中国ブロック内の広域連携に使用する様式集

・被害状況報告様式

・被災市町村様式

・被災県様式

・環境事務所様式

・応援県様式

・応援市町村様式

①被害状況の報告・共有のフロー

被災市町村 被災県 環境事務所 応援県 応援市町村

市町村内の

被害状況報告

（共通様式）

→ 確認 確認 ←

市町村内の

被害状況報告

（共通様式）

↓ ↓

県内の

被害状況報告

（共通様式）

→ 確認 ←

県内の

被害状況報告

（共通様式）

↓

ブロック内

被災状況整理

↓

確認 ←
ブロック内の県へ

被害状況を報告
→ 確認

↓ ↓

確認 ←

県内市町村へ

ブロックの

被害状況を報告

県内市町村へ

ブロックの

被害状況を報告

→ 確認
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②ブロック内広域連携の支援・受援体制構築に係る様式のフロー

被災市町村 被災県 環境事務所 応援県 応援市町村

被災市町村様式

応援要請

（被災市町村→被災県）

＋
※使用する場合

【被災市町村用】

応援要請リスト

→ 確認

↓
被災県様式−１

応援要請

（被災県→環境事務所）

＋
※使用する場合

【被災県用】

応援要請リスト

→ 確認

↓
環境事務所様式―１

応援要請

（環境事務所→応援県市）

確認

↓
応援県様式−１

応援要請

（応援県→応援市町村）

→ 確認

↓

確認 ←
応援市町村様式

応援要請への回答

（応援市町村→応援県）

↓ ＋
応援県様式−２

応援要請への回答

（応援県→環境事務所）

※使用する場合

【応援市町村用】

支援可能リスト

＋

確認 ←
※使用する場合

【応援県用】

支援可能リスト

↓

確認 ←
環境事務所様式―２

応援要請への回答

（環境事務所→被災県）

↓

確認 ←
被災県様式−２

応援要請への回答

（被災県→被災市町村）

環境事務所様式―３

応援要請検討依頼文書

（環境事務所→構成員県市）

環境事務所様式―４

応援要請文書

（環境事務所→県）

ブロック協議会構成市

ブロック協議会構成市以外



【（全自治体共通）被害状況報告（エクセル様式）】
別紙様式

都 道 府 県 名

部 署 名

担 当 者 名

連 絡 先

１．災害等廃棄物処理事業

被害をもたらした災
害等

（災害等の名称、日付）

市町村名 事業区分
（ごみ処理、し尿処理、漂着ごみ）

災害廃棄物
集積所数

仮置き場数 集積場所在地名称 災害等廃棄物量
（ｔ、ｋｌ、m3)

事業費見込額
（単位：千円）

２．廃棄物処理施設の被害

被害をもたらした災
害等

（災害等の名称、日付）

設置主体名 規 模 建設年度 復旧見込額
（単位：千円）

稼働状況

３．浄化槽（市町村設置型）の被害

被害をもたらした災
害等

（災害等の名称、日付）

市町村名 規 模 建設年度 復旧見込額
（単位：千円）

稼働状況

（注１）「災害廃棄物量」欄については、ごみ処理の場合は「ｔ」、し尿処理の場合は「㎘」、漂着ごみの場合は「㎥」で記載をお願いします。

（注２）「被害及び処理の状況」欄については、床上・床下浸水の数などの他、仮置場の設置時期及び災害廃棄物の受入開始時期についても併せて記載して下さい。

（注３）変更箇所は朱書きとして下さい。

（令和 年 月 日 時 分現在）

施 設 名 人的・物的被害及び復旧の状況等

災害等廃棄物処理事業及び廃棄物処理施設の被害状況について

被害及び処理の状況

施 設 名 人的・物的被害及び復旧の状況等

※被害状況報告は、県・市町村ともに下記の環境本省作成の様式（エクセルファイル）を使用すること。
※現時点で把握している被害状況をエクセルファイルに記入し、メールにファイルを添付し送付する。把握できていない欄はその旨明

示した上で送付する。
※送付するメールのタイトルは「【被害状況報告】○○県（又は市町村）」とする。

資
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【（全自治体共通）被害状況報告（エクセル様式）：記入例】
別紙様式

都 道 府 県 名

部 署 名

担 当 者 名

連 絡 先

１．災害等廃棄物処理事業

被害をもたらした災
害等

（災害等の名称、日付）

市町村名 事業区分
（ごみ処理、し尿処理、漂着ごみ）

災害廃棄物
集積所数

仮置き場数 集積場所在地名称 災害等廃棄物量
（ｔ、ｋｌ、m3)

事業費見込額
（単位：千円）

令和〇年8月豪雨災害

○○市 ごみ処理 2 1
○○市○○町1丁目
○○市△△町1丁目

約1,000ｔ 未定

２．廃棄物処理施設の被害

被害をもたらした災
害等

（災害等の名称、日付）

設置主体名 規 模 建設年度 復旧見込額
（単位：千円）

稼働状況

令和〇年8月豪雨災害
○○市 100t/日 2000年 未定 停止中

３．浄化槽（市町村設置型）の被害

被害をもたらした災
害等

（災害等の名称、日付）

市町村名 規 模 建設年度 復旧見込額
（単位：千円）

稼働状況

（注１）「災害廃棄物量」欄については、ごみ処理の場合は「ｔ」、し尿処理の場合は「㎘」、漂着ごみの場合は「㎥」で記載をお願いします。

（注２）「被害及び処理の状況」欄については、床上・床下浸水の数などの他、仮置場の設置時期及び災害廃棄物の受入開始時期についても併せて記載して下さい。

（注３）変更箇所は朱書きとして下さい。

○○県

環境○○課

中国 太郎

○○○-○○○○○○○○

（令和〇年〇月〇日 〇時〇分現在）

施 設 名 人的・物的被害及び復旧の状況等

○○市クリーンセンター ○○市内の広範囲で浸水被害が発生、被害状況の全容を調査中

災害等廃棄物処理事業及び廃棄物処理施設の被害状況について

被害及び処理の状況

○○市内の広範囲で浸水被害が発生、被害状況の全容を調査中

施 設 名 人的・物的被害及び復旧の状況等

資
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【被災市町村様式：応援要請（被災市町村→被災県）】

※メールの最下部には、送信者の組織、連絡先の入った「署名」を必ず入れる

※「応援要請内容」については、不要な項目は削除した上で、応援を要請する項目のみを記

載する。

※応援要請リストを活用する場合は、記入済みの応援要請リストを本メールに添付する。

※下記の内容を、メールの本文に直接記載又は下記内容を記載したファイルをメールに添付

する。

（件名）

【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 市町村

（本文）

（県担当課）御中

令和○年○月の災害に伴う災害廃棄物等の処理等に係る本市への応援を以下のとおり

要請します。

●応援要請内容

《人員》 ○人 ○日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

□事務系（○人 ○日）

□廃棄物系技術者（○人 ○日）

□土木系技術者（○人 ○日）

□その他 （○人 ○日）

《車両・資機材》 ○台 ○日

※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

□ごみ収集運搬車両（○台 ○日）

□し尿収集運搬車両（○台 ○日）

□仮設トイレ（○基 ○日）

□その他車両・資機材（内容： ）（○台 ○日）

《その他》

※もしあれば記載してください。

□（ ）（数量： ○台・基 期間 ○日）
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【被災市町村様式：応援要請（被災市町村→被災県）：記入例】

（件名）

【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 ○○ 市

（本文）

（県担当課）御中

令和○年○月の災害に伴う災害廃棄物等の処理等に係る本市への応援を以下のとおり

要請します。

●応援要請内容

《人員》 ４人 ７日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑事務系（１人 ７日）

☑廃棄物系技術者（３人 ７日）

□土木系技術者（○人 ○日）

□その他 （○人 ○日）

《車両・資機材》 ２台 ７日

※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑ごみ収集運搬車両（２台 ７日）

□し尿収集運搬車両（○台 ○日）

□仮設トイレ（○基 ○日）

□その他車両・資機材（内容： ）（○台 ○日）

《その他》

※もしあれば記載してください。

□（ ）（数量： ○台・基 期間 ○日）
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【被災県様式－１：応援要請（被災県→環境事務所）】

※メールの最下部には、送信者の組織、連絡先の入った「署名」を必ず入れる
※「応援要請内容」については、不要な項目は削除した上で、応援を要請する項目のみを記

載する。
※各被災市町村が作成・送付した応援要請リストがある場合は、メールに添付する。
※記載した内容を、メールの本文に直接記載又は下記内容を記載したファイルをメールに添

付する。

（件名）

【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 県

（本文）

（環境事務所資源循環課）御中

令和○年○月の災害に伴う災害廃棄物等の処理等に係る本県への応援を以下のとお

り要請します。

＜◎◎県＞

●応援要請内容

《人員》 ○人 ○日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
□事務系（○人 ○日）

□廃棄物系技術者（○人 ○日）

□土木系技術者（○人 ○日）

□その他 （○人 ○日）

＜◎◎市＞ 担当課

担当者名 連絡先

●応援要請内容

《人員》○人 ○日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
□事務系（○人 ○日）

□廃棄物系技術者（○人 ○日）

□土木系技術者（○人 ○日）

□その他 （○人 ○日）

《車両・資機材》○台 ○日

※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
□ごみ収集運搬車両（○台 ○日）

□し尿収集運搬車両（○台 ○日）

□仮設トイレ（○基 ○日）

□その他車両・資機材（○台 ○日）

《その他》

※もしあれば記載してください。

□（ ）（数量：○台・基 期間：○日）

（複数市町村が応援要請を行う場合は、被災県は上記をコピーし使用してください）



資-9

【被災県様式－１：応援要請（被災県→環境事務所）：記入例】

（件名）

【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 ◎◎ 県

（本文）

（環境事務所資源循環課）御中

令和○年○月の災害に伴う災害廃棄物等の処理等に係る本県への応援を以下のとお

り要請します。

＜◎◎県＞

●応援要請内容

《人員》 ２人 １０日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
☑事務系（２人 １０日）

＜〇〇市＞ 担当課 環境政策課

担当者名 〇〇 太郎 連絡先 ○○○-○○○○-○○○○

●応援要請内容

《人員》４人 ７日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
☑事務系（１人 ７日）

☑廃棄物系技術者（３人 ７日）

《車両・資機材》２台 ７日

※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
☑ごみ収集運搬車両（２台 ７日）

（複数市町村が応援要請を行う場合は、被災県は上記をコピーし使用してください）

＜◎◎市＞ 担当課 環境生活課

担当者名 ◎◎ 花子 連絡先 ○○○-○○○○-○○○○

●応援要請内容

《人員》２人 ７日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
☑事務系（１人 ７日）

☑廃棄物系技術者（１人 ７日）

《車両・資機材》１台 ７日

※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
☑ごみ収集運搬車両（１台 ７日）
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【被災県様式－２：応援要請への回答（被災県→被災市町村）】

※メールの最下部には、送信者の組織、連絡先の入った「署名」を必ず入れる。
※「支援内容」については、不要な項目は削除した上で、応援市町村が支援を行う項目のみ

を記載する。
※応援市町村が支援可能リストを作成・送付した場合はメールに添付する。
※下記内容を、メールの本文に直接記載又は下記内容を記載したファイルをメールに添付す

る。

（件名）

Re：【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 市町村

（本文）

（市町村担当課）御中

下記メールによる応援要請に対して、以下のとおり回答します。

応援市町村 担当課

担当者名 連絡先

●支援内容

《人員》○人 ○日
※必要な人員が具体的に回答いただいている場合は、以下を追記。

□事務系（○人 ○日）

□廃棄物系技術者（○人 ○日）

□土木系技術者（○人 ○日）

□その他 （○人 ○日）

《車両・資機材》○台 ○日

※必要な資機材が具体的に回答いただいている場合は、以下を追記。

□ごみ収集運搬車両（○台 ○日）

□し尿収集運搬車両（○台 ○日）

□仮設トイレ（○基 ○日）

□その他車両・資機材（○台 ○日）

《その他》

※もしあれば記載してください。

□（ ）（数量：○台・基 期間：○日）
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【被災県様式－２：応援要請への回答（被災県→被災市町村）：記入例】

（件名）

Re：【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 ○○ 市

（本文）

（○○市担当課）御中

下記メールによる応援要請に対して、以下のとおり回答します。

応援市町村 △△県△△市 担当課 環境対策課

担当者名 △△ 太郎 連絡先○○○-○○○○-○○○○

●支援内容

《人員》４人 ７日
※必要な人員が具体的に回答いただいている場合は、以下を追記。

☑事務系（１人 ７日）

☑廃棄物系技術者（３人 ７日）

□土木系技術者（○人 ○日）

□その他 （○人 ○日）

《車両・資機材》２台 ７日

※必要な資機材が具体的に回答いただいている場合は、以下を追記。

☑ごみ収集運搬車両（２台 ７日）

□し尿収集運搬車両（○台 ○日）

□仮設トイレ（○基 ○日）

□その他車両・資機材（○台 ○日）

《その他》

※もしあれば記載してください。

□（ ）（数量：○台・基 期間：○日）
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【環境事務所様式―１：応援要請（環境事務所→応援県市）】

※被災県及び被災市町村ごとに、被災情報を被災県からの情報に基づき列挙したものを送付
する。

※被災県・各被災市町村が作成・送付した応援要請リストがある場合は、メールに添付する。
※メールの最下部には、送信者の組織、連絡先の入った「署名」を必ず入れる。
※「応援要請内容」については、被災県から送付された応援を要請する項目のみを記載する。
※上記の内容を、メールの本文に直接記載又は下記内容を記載したファイルをメールに添付

する。

（件名）
【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 県市

（本文）
（応援県市担当課）御中

令和○年○月の災害に伴う災害廃棄物等の処理等に係る◎◎県への応援を以下のと
おり要請します。

＜◎◎県＞
●応援要請内容
《人員》 ○人 ○日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

□事務系（○人 ○日）
□廃棄物系技術者（○人 ○日）
□土木系技術者（○人 ○日）
□その他 （○人 ○日）

＜◎◎市＞
●応援要請内容
《人員》 ○人 ○日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

□事務系（○人 ○日）
□廃棄物系技術者（○人 ○日）
□土木系技術者（○人 ○日）
□その他 （○人 ○日）

《車両・資機材》
○台 ○日

※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

□ごみ収集運搬車両（○台 ○日）
□し尿収集運搬車両（○台 ○日）
□仮設トイレ（○基 ○日）
□その他車両・資機材（○台 ○日）

《その他》
※もしあれば記載してください。

□（ ）（数量：○台・基 期間：○日）
（複数市町村への応援要請を行う場合は、上記をコピーし使用。）
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【環境事務所様式―１：応援要請（環境事務所→応援県市）：記入例】

（件名）
【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 △△ 県

（本文）
（△△県担当課）御中

令和○年○月の災害に伴う災害廃棄物等の処理等に係る◎◎県への応援を以下のと
おり要請します。

＜◎◎県＞
●応援要請内容
《人員》 ２人 １０日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑事務系（２人 １０日）

＜〇〇市＞
●応援要請内容
《人員》 ４人 ７日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑事務系（１人 ７日）
☑廃棄物系技術者（３人 ７日）

《車両・資機材》 ２台 ７日

※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑ごみ収集運搬車両（２台 ７日）

（複数市町村への応援要請を行う場合は、上記をコピーし使用。）

＜◎◎市＞

●応援要請内容

《人員》２人 ７日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
☑事務系（１人 ７日）

☑廃棄物系技術者（１人 ７日）

《車両・資機材》１台 ７日

※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
☑ごみ収集運搬車両（１台 ７日）
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【環境事務所様式―２：応援要請への回答（環境事務所→被災県）】

※被災市町村ごとに、支援可能な内容に関する情報を列挙したものを送付する。
※応援県・各応援市町村が作成・送付した支援可能リストがある場合は、メールに添付する。
※メールの最下部には、送信者の組織、連絡先の入った「署名」を必ず入れる。
※「支援内容」については、【応援県様式－２：応援要請への回答（応援県→環境事務所））】

の要請文に記載されている内容を基本とし、不要な項目は削除した上で、支援を行う項目
のみを記載する。

※下記内容を、メールの本文に直接記載又は下記内容を記載したファイルをメールに添付す
る。

（件名）

Re：【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 県

（本文）

（県担当課）御中

◎◎県への応援要請に対して、応援県及び応援市町村を以下のとおり回答します。
応援県 担当課
担当者名 連絡先

●支援内容
《人員》 ○人 ○日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

□事務系（○人 ○日）
□廃棄物系技術者（○人 ○日）
□土木系技術者（○人 ○日）
□その他 （○人 ○日）

＜◎◎市への支援＞
応援市町村 担当課
担当者名 連絡先

●支援内容
《人員》 ○人 ○日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

□事務系（○人 ○日）
□廃棄物系技術者（○人 ○日）
□土木系技術者（○人 ○日）
□その他 （○人 ○日）

《車両・資機材》 ○台 ○日

※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

□ごみ収集運搬車両（○台 ○日）
□し尿収集運搬車両（○台 ○日）
□仮設トイレ（○基 ○日）
□その他車両・資機材（○台 ○日）

《その他》
※もしあれば記載してください。

□（ ）（数量：○台・基 期間：○日）

（複数市町村への応援要請を行う場合は、上記をコピーし使用。）
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【環境事務所様式―２：応援要請への回答（環境事務所→被災県）：記入例】

（件名）

Re：【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 ◎◎ 県

（本文）

（◎◎県担当課）御中

◎◎県への応援要請に対して、応援県及び応援市町村を以下のとおり回答します。
応援県 △△県 担当課 循環型社会課
担当者名 △△ 二朗 連絡先○○○-○○○○-○○○○

●支援内容
《人員》 ２人 １０日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑事務系（２人 １０日）

＜〇〇市への支援＞

応援市町村 △△県△△市 担当課 環境対策課

担当者名 △△ 太郎 連絡先○○○-○○○○-○○○○

●支援内容
《人員》 ４人 ７日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑事務系（１人 ７日）
☑廃棄物系技術者（３人 ７日）

《車両・資機材》 ２台 ７日

※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑ごみ収集運搬車両（２台 ７日）

（複数市町村への応援要請を行う場合は、上記をコピーし使用。）

＜◎◎市への支援＞

応援市町村 △△県▲▲市 担当課 環境政策課

担当者名 ▲▲ 太郎 連絡先○○○-○○○○-○○○○

●支援内容
《人員》 ２人 ７日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑事務系（１人 ７日）
☑廃棄物系技術者（１人 ７日）

《車両・資機材》 １台 ７日

※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑ごみ収集運搬車両（１台 ７日）
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【環境事務所様式―３：応援要請検討依頼文書（環境事務所 → 構成員県市）】

事 務 連 絡

令和○○年○月○日

災害廃棄物対策中国ブロック協議会

構成県市

災害廃棄物処理ご担当部局長 様

災害廃棄物対策中国ブロック協議会事務局

（中国四国地方環境事務所 所長）

○○災害における広域連携支援のための職員派遣の検討について（依頼）

環境行政の推進につきましては、日頃より多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

先日発生した○○災害により多大なる被害を受けた○○県内の災害廃棄物処理対応に関し

て、中国ブロック災害廃棄物対策行動計画（広域連携計画）に基づき、広域連携支援を実施

することとなりました。

つきましては、被災自治体を支援することを目的として、貴職員の派遣について御検討い

ただき、○月○日までに下記連絡先まで御回答いただきますようお願い申し上げます。

また、協議会構成員以外の市町村への依頼については、貴県より御調整いただけますよう

重ねてお願い申し上げます。

記

派遣期間：

派遣先自治体：

派遣人数：

派遣内容：

回答期限：

連絡先

担当部署
中国四国地方環境事務所

資源循環課

担当者名

電話番号

Ｅmail
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【環境事務所様式―３：応援要請検討依頼文書（環境事務所 → 構成員県市）：記入例】

事 務 連 絡

令和○○年○月○日

災害廃棄物対策中国ブロック協議会

構成県市

災害廃棄物処理ご担当部局長 様

災害廃棄物対策中国ブロック協議会事務局

（中国四国地方環境事務所 所長）

○○災害における広域連携支援のための職員派遣の検討について（依頼）

環境行政の推進につきましては、日頃より多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

先日発生した○○災害により多大なる被害を受けた○○県内の災害廃棄物処理対応に関し

て、中国ブロック災害廃棄物対策行動計画（広域連携計画）に基づき、広域連携支援を実施

することとなりました。

つきましては、被災自治体を支援することを目的として、貴職員の派遣について御検討い

ただき、○月○日までに下記連絡先まで御回答いただきますようお願い申し上げます。

また、協議会構成員以外の市町村への依頼については、貴県より御調整いただけますよう

重ねてお願い申し上げます。

記

派遣期間：令和○年○月○日～○月○日

派遣先自治体：○○県○○市

派遣人数： ○人

派遣内容：災害廃棄物処理の支援

回答期限：令和○年○月○日～○月○日

連絡先

担当部署
中国四国地方環境事務所

資源循環課

担当者名 中四国 太郎

電話番号 ○○○-○○○○-○○○○

Ｅmail ○○○○@env.go.jp
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【環境事務所様式―４：応援要請文書（環境事務所 → 県）】

事 務 連 絡

令和○○年○月○日

○○県 災害廃棄物処理担当部局長 様

災害廃棄物対策中国ブロック協議会事務局

（中国四国地方環境事務所 所長）

○○災害における広域連携支援のための職員派遣について（依頼）

環境行政の推進につきましては、日頃より多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

先日発生した○○災害により多大なる被害を受けた○○県内の災害廃棄物処理対応に関し

て、中国ブロック災害廃棄物対策行動計画（広域連携計画）に基づき、広域連携支援を実施

することとなりました。

つきましては、被災県を支援することを目的として、貴県職員の派遣について下記の通り

御配慮いただきますようお願い申し上げます。

また、貴県下市町村への派遣職員依頼については、貴県より御調整いただけますよう重ね

てお願い申し上げます。

記

派遣期間：

派遣先自治体：

派遣人数：

派遣内容：

連絡先

担当部署
中国四国地方環境事務所

資源循環課

担当者名

電話番号

Ｅmail
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【環境事務所様式―４：応援要請文書（環境事務所 → 県）：記入例】

事 務 連 絡

令和○○年○月○日

○○県 災害廃棄物処理担当部局長 様

災害廃棄物対策中国ブロック協議会事務局

（中国四国地方環境事務所 所長）

○○災害における広域連携支援のための職員派遣について（依頼）

環境行政の推進につきましては、日頃より多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

先日発生した○○災害により多大なる被害を受けた○○県内の災害廃棄物処理対応に関し

て、中国ブロック災害廃棄物対策行動計画（広域連携計画）に基づき、広域連携支援を実施

することとなりました。

つきましては、被災県を支援することを目的として、貴県職員の派遣について下記の通り

御配慮いただきますようお願い申し上げます。

また、貴県下市町村への派遣職員依頼については、貴県より御調整いただけますよう重ね

てお願い申し上げます。

記

派遣期間：令和○年○月○日～○月○日

派遣先自治体：○○県○○市

派遣人数：○人

派遣内容：災害廃棄物処理の支援

連絡先

担当部署
中国四国地方環境事務所

資源循環課

担当者名 中四国 太郎

電話番号 ○○○-○○○○-○○○○

Ｅmail ○○○○@env.go.jp
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【応援県様式－１：応援要請（応援県→応援市町村）】

※被災市町村の被災情報を被災県からの情報に基づき列挙したものを送付する。
※被災市町村が作成・送付した応援要請リストがある場合は、メールに添付する。
※メールの最下部には、送信者の組織、連絡先の入った「署名」を必ず入れる
※「応援要請内容」については、被災県から送付された応援を要請する項目のみを記載する。
※下記の内容を、メールの本文に直接記載又は下記内容を記載したファイルをメールに添付

する。

（件名）

【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 県

（本文）

（応援市町村担当課）御中

令和○年○月の災害に伴う災害廃棄物等の処理等に係る◎◎県◎◎市町村への応援

を以下のとおり要請します。

○支援を受ける被災県市町村名：◎◎県◎◎市町村

●応援要請内容

《人員》 ○人 ○日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

□事務系（○人 ○日）

□廃棄物系技術者（○人 ○日）

□土木系技術者（○人 ○日）

□その他 （○人 ○日）

《車両・資機材》

○台 ○日

※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

□ごみ収集運搬車両（○台 ○日）

□し尿収集運搬車両（○台 ○日）

□仮設トイレ（○基 ○日）

□その他車両・資機材（○台 ○日）

《その他》

※もしあれば記載してください。

□（ ）（数量：○台・基 期間：○日）
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【応援県様式－１：応援要請（応援県→応援市町村）：記入例】

（件名）

【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 △△ 県

（本文）

（△△市町村担当課）御中

令和○年○月の災害に伴う災害廃棄物等の処理等に係る◎◎県○○市への応援を以

下のとおり要請します。

○支援を受ける被災県市町村名：◎◎県○○市町村

●応援要請内容

《人員》 ４人 ７日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑事務系（１人 ７日）

☑廃棄物系技術者（３人 ７日）

□土木系技術者（○人 ○日）

□その他 （○人 ○日）

《車両・資機材》

２台 ７日

※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑ごみ収集運搬車両（２台 ７日）

□し尿収集運搬車両（○台 ○日）

□仮設トイレ（○基 ○日）

□その他車両・資機材（○台 ○日）

《その他》

※もしあれば記載してください。

□（ ）（数量：○台・基 期間：○日）
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【応援県様式－２：応援要請への回答（応援県→環境事務所）】

※県から環境事務所へ報告する際は、被災市町村ごとに、支援可能な応援市町村とその内容
に関する情報を列挙したものを送付する。

※各応援市町村が作成・送付した支援可能リストのエクセルファイルがある場合は、メール
に添付する。

※「支援内容」については、環境事務所からの要請文に記載されている内容を基本とし、不
要な項目は削除した上で、支援を行う項目のみを記載する。

※メールの最下部には、送信者の組織、連絡先の入った「署名」を必ず入れる。
※下記内容をメールの本文に直接記載、又は下記内容を記載したファイルをメールに添付す

る。

（件名）
Re:【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 県

（本文）
（環境事務所資源循環課）御中

下記メールによる応援要請に対して、応援県として以下のとおり回答します。
○支援を受ける被災県名： 県
●支援内容
《人員》 ○人 ○日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
□事務系（○人 ○日）
□廃棄物系技術者（○人 ○日）
□土木系技術者（○人 ○日）
□その他 （○人 ○日）

○支援を受ける被災県市町村名： 県 市町村
○応援を行う市町村名： 担当課

担当者名 連絡先
●支援内容
《人員》 ○人 ○日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
□事務系（○人 ○日）
□廃棄物系技術者（○人 ○日）
□土木系技術者（○人 ○日）
□その他 （○人 ○日）

《車両・資機材》 ○台 ○日
※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
□ごみ収集運搬車両（○台 ○日）
□し尿収集運搬車両（○台 ○日）
□仮設トイレ（○基 ○日）
□その他車両・資機材（○台 ○日）

《その他》
※もしあれば記載してください。
□（ ）（数量：○台・基 期間：○日）

（複数市町村が支援を行う場合は、応援県は上記をコピーし使用してください）
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【応援県様式－２：応援要請への回答（応援県→環境事務所）：記入例】

（件名）
Re:【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 △△ 県

（本文）
（環境事務所資源循環課）御中

下記メールによる応援要請に対して、応援県として以下のとおり回答します。
○支援を受ける被災県名： ◎◎ 県
●支援内容
《人員》 ２人 １０日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
☑事務系（２人 １０日）

○支援を受ける被災県市町村名： ◎◎ 県 ○○市
○応援を行う市町村名： △△県△△市 担当課 環境対策課

担当者名 △△ 太郎 連絡先○○○-○○○○-○○○○
●支援内容
《人員》 ４人 ７日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
☑事務系（１人 ７日）
☑廃棄物系技術者（３人 ７日）

《車両・資機材》 ２台 ７日
※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
☑ごみ収集運搬車両（２台 ７日）

（複数市町村が支援を行う場合は、応援県は上記をコピーし使用してください）

○支援を受ける被災県市町村名： ◎◎ 県 ◎◎市
○応援を行う市町村名： △△県▲▲市 担当課 環境政策課

担当者名 ▲▲ 太郎 連絡先○○○-○○○○-○○○○
●支援内容
《人員》 ２人 ７日

※必要な人員が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
☑事務系（１人 ７日）
☑廃棄物系技術者（１人 ７日）

《車両・資機材》 １台 ７日
※必要な資機材が具体的に記載できる場合は、以下を追記。
☑ごみ収集運搬車両（２台 ７日）
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【応援市町村様式：応援要請への回答（応援市町村→応援県）】

※環境事務所または応援県からの要請文メールを引用して返信する形で回答することが望ま

しい。

※メールの最下部には、送信者の組織、連絡先の入った「署名」を必ず入れる。

※「支援内容」については、不要な項目は削除した上で、支援を行う項目のみを記載する。

※支援可能リストを活用する場合は、本文中の「※」印部分を記載するとともに、記入済み

の支援可能リストを本メールに添付する。

※下記の内容を、メールの本文に直接記載又は下記内容を記載したファイルをメールに添付

する。

（件名）

Re:【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 市町村

（本文）

（県担当課）御中

メールによる応援要請に対して、応援市町村として以下のとおり回答します。

○支援を行う被災市町村

被災市町村

●支援内容

《人員》○人 ○日
※支援職員の内訳が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

□事務系（○人 ○日）

□廃棄物系技術者（○人 ○日）

□土木系技術者（○人 ○日）

□その他 （○人 ○日）

《車両・資機材》○台 ○日
※支援可能な資機材の内訳が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

□ごみ収集運搬車両（○台 ○日）

□し尿収集運搬車両（○台 ○日）

□仮設トイレ（○基 ○日）

□その他車両・資機材（内容： ）（○台 ○日）

《その他》

※もしあれば記載してください。

□（ ）（数量：○台・基 期間：○日）
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【応援市町村様式：応援要請への回答（応援市町村→応援県）：記入例】

（件名）

Re:【災害廃棄物処理等に係る応援要請】 △△ 市町村

（本文）

（県担当課）御中

メールによる応援要請に対して、応援市町村として以下のとおり回答します。

○支援を行う被災市町村

被災市町村 ◎◎ 県 ○○市

●支援内容

《人員》４人 ７日
※支援職員の内訳が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑事務系（１人 ７日）

☑廃棄物系技術者（３人 ７日）

□土木系技術者（○人 ○日）

□その他 （○人 ○日）

《車両・資機材》２台 ７日
※支援可能な資機材の内訳が具体的に記載できる場合は、以下を追記。

☑ごみ収集運搬車両（２台 ４日）

□し尿収集運搬車両（○台 ○日）

□仮設トイレ（○基 ○日）

□その他車両・資機材（内容： ）（○台 ○日）

《その他》

※もしあれば記載してください。

□（ ）（数量：○台・基 期間：○日）



３．応援要請リスト，支援可能リスト

【被災県用】応援要請リスト

担当者名

メール

□ 1 ○ ○ ○ ○ ◎

□ 1-1 ○ ◎

□ 1-2 ○ ○ ○ ○ ◎

□ 1-3 ○ ○ ○ ○ ◎

□ 1-4 ○

□ 2 □ 被害状況の調査 ○ ○ ○ ○

□ 2-1 ○ ○ ○ ○

□ 2-2 ○ ○ ○ ○

□ 2-3 ○ ○ ○ ○

□ 3 ○ ○

□ 3-1 ○

□ 3-2 ○ ○ ○

□ 3-3 ○ ○ ○

□ 4 ○ ○ ○

□ 5 □ 応援・受援に係る調整 ○

□ 5-1 ○

□ 5-2 ○

□ 6 ○ ○ ○ ○

□ 6-1 ○ ○

□ 6-2 ○ ○

□ 6-3 ○ ○ ○

□ 6-4 ○ ○

□ 7 ○ ○ ○

□ 8 ○ ○ ○

□ 9 ○ ○

□ 9-1 ○

□ 9-2 ○ ○

□ 9-3 ○

□ 9-4 ○

□ 9-5 ○

□ 10 ○ ○

□ 10-1 ○ ○

□ 10-2 ○ ○

□ 11 ○ ○ ○

□ 11-1 ○ ○ ○

□ 11-2 ○ ○ ○

□ 11-3 ○ ○

□ 11-4 ○ ○

□ 12 ○ ○ ○

□ 13 ○

所属

電話

応
援
要
請
項
目
に
「

✓
」
↓

応援職員にしてほしいこと

実施時期の目安（※１）

発
災
直
後

発
災
直
後
～

１
週
間
程
度

発
災
後
約
１
週
間
～

１
か
月
程
度
以
内

１
か
月
程
度
以
降
～

３
か
月
程
度
以
内

３
か
月
程
度
以
降

   市町村からの問合せ対応

   市町村からの支援要請の調整

□ 対応方針に関する助言

   人的体制に関する助言
   対応方針全般に係る助言

（発災直後は「応援職員にしてほしいことリスト」を基にした受援項目の整理を含
む）
   廃棄物にかかる技術的な助言

   事務委託等の判断に係る助言

   被災地での災害廃棄物に関する状況把握

□ 公費解体に関する市町への助言

□ （事務委託を受けた場合）二次仮置場の管理監督

□ 必要な物資・人員等の不足状況の確認・整理

□ 市町村の設置する仮置場に関する状況把握，市町村への助言

□ 広報・県民対応

   広報用資料等の作成

   県民からの問合せ対応

□ 災害査定に向けた市町村からの問合せ対応等の支援

   災害査定，査定資料作成に係る市町村への助言・問合せ対応

   補助金・災害査定に関する情報収集，市町村への情報提供

   （他県も含めた）廃棄物の処理先等の調整

   災害廃棄物の処理費用積算のための単価表等の作成

  発注・積算事務への助言

   廃棄物処理に関する民間事業者との調整

□ 災害廃棄物の発生量推計

□ 災害廃棄物処理実行計画の作成支援

災
害
対
応
未
経
験
の
自
治
体
が

発
災
直
後
に
優
先
的
に

支
援
要
請
す
べ
き
こ
と
（

※
２
）

備考
（必要人数，支援要請の具体的な内容、支援側に求める条件等があれば，適宜記載する）

□ 市町村との連携・情報共有

   災害報告書の作成

   災害査定の日程調整・行程作成等の準備

□ 災害廃棄物の処理に関する事務（処理先の整理，処理費用の積算等）

   応援職員等の宿泊場所の確保

   仮置場の設置状況・管理状況の確認（毎日）

   仮置場の管理運営に係る助言・指導（現地訪問，電話対応）

   二次仮置場の選定・設置に係る支援・助言

   二次仮置場の設計に係る積算

   災害廃棄物の処理先と処理可能な廃棄物のリスト作成

   被災地の写真撮影

   庁舎内での被災状況の情報収集，とりまとめ

   被災市町村の体制の確認

   被災市町村でのリエゾン活動，情報収集

資
-
2
6



【応援県用】支援可能リスト ■災害対応経験（ある場合）

担当者名 職種 対応した災害（年度・名称） 対応業務

メール

災
害
廃
棄
物
対
応
経
験

平
時
の
当
該
項
目
に

か
か
る
業
務
経
験

平
時
の
廃
棄
物
処
理
業
務
に
か
か

る
一
般
知
識

土
木
・
建
築
の
技
術
職

普
通
自
動
車
免
許

発
災
直
後

発
災
直
後
～

１
週
間
程
度

発
災
後
約
１
週
間
～

１
か
月
程
度
以
内

１
か
月
程
度
以
降
～

３
か
月
程
度
以
内

３
か
月
程
度
以
降

□ 1 ○ ○ ○ ○

□ 1-1 ○ ○

□ 1-2 ○ ○ ○ ○ ○

□ 1-3 ○ ○ ○ ○ ○

□ 1-4 ○ ○

□ 2 ○ ○ ○

□ 2-1 ○ ○ ○ ○

□ 2-2 ○ ○ ○ ○

□ 2-3 ○ ○ ○

□ 3 ○ ○

□ 3-1 ○ ○

□ 3-2 ○ ○ ○ ○

□ 3-3 ○ ○ ○ ○

□ 4 ○ ○ ○

□ 5 ○

□ 5-1 ○ ○

□ 5-2 ○

□ 6 ○ ○ ○ ○

□ 6-1 ○ ○

□ 6-2 ○ ○ ○ ○

□ 6-3 ○ ○ ○ ○

□ 6-4 ○ ○ ○

□ 7 ○ ○ ○

□ 8 ○ ○ ○ ○

□ 9 ○ ○

□ 9-1 ○ ○

□ 9-2 ○ ○

□ 9-3 ○ ○

□ 9-4 ○ ○

□ 9-5 ○ ○

□ 10 ○ ○

□ 10-1 ○ ○ ○

□ 10-2 ○ ○ ○

□ 11 ○ ○ ○

□ 11-1 ○ ○ ○ ○

□ 11-2 ○ ○ ○ ○

□ 11-3 ○ ○ ○

□ 11-4 ○ ○

□ 12 ○ ○ ○ ○

□ 13 ○ ○

   人的体制に関する助言

所属

電話

応
援
可
能
項
目
に
「

✓
」
↓

応援職員ができること
応援側で用意することが望ましい備品

応援職員に望まれる技能等

備考
（応援にあたって必要な宿泊先・移動手段・資材等は
基本的には応援側が調達するものとする。ただし、受
援側に求める事項・条件等があれば，適宜記載する）

□ 対応方針に関する助言

実施時期の目安（※１）

   対応方針全般に係る助言（発災直後は「応援職員にしてほしいことリスト」を
基にした受援項目の整理を含む）

   廃棄物にかかる技術的な助言

   事務委託等の判断に係る助言

□ 被害状況の調査

   被災地での災害廃棄物に関する状況把握 通信手段／公用車／地図・カーナビ／ヘルメット・軍手等

   被災地の写真撮影 通信手段／公用車／地図・カーナビ／デジカメ

   庁舎内での被災状況の情報収集，とりまとめ PC／通信手段

□ 市町村との連携・情報共有

   被災市町村の体制の確認 通信手段／PC

   被災市町村でのリエゾン活動，情報収集 通信手段／公用車／地図・カーナビ

   市町村からの問合せ対応

□ 必要な物資・人員等の不足状況の確認・整理 PC

□ 応援・受援に係る調整

   市町村からの支援要請の調整

   応援職員等の宿泊場所の確保

□ 市町村の設置する仮置場に関する状況把握，市町村への助言

   仮置場の設置状況・管理状況の確認（毎日） PC

   仮置場の管理運営に係る助言・指導（現地訪問，電話対応） 通信手段／公用車／地図・カーナビ／ヘルメット・軍手等

   二次仮置場の選定・設置に係る支援・助言

   二次仮置場の設計に係る積算 PC

□ 災害廃棄物の発生量推計 PC

□ 災害廃棄物処理実行計画の作成支援 PC

□ 災害廃棄物の処理に関する事務（処理先の整理，処理費用の積算等）

   災害廃棄物の処理先と処理可能な廃棄物のリスト作成 PC

   （他県も含めた）廃棄物の処理先等の調整

   災害廃棄物の処理費用積算のための単価表等の作成 PC

  発注・積算事務への助言

   廃棄物処理に関する民間事業者との調整

□ 広報・県民対応

   広報用資料等の作成 PC

   県民からの問合せ対応

□ 災害査定に向けた市町村からの問合せ対応等の支援

   災害査定，査定資料作成に係る市町村への助言・問合せ対応

□ 公費解体に関する市町への助言

□ （事務委託を受けた場合）二次仮置場の管理監督 通信手段／公用車／地図・カーナビ／ヘルメット・軍手等

   補助金・災害査定に関する情報収集，市町村への情報提供

   災害報告書の作成 PC

   災害査定の日程調整・行程作成等の準備
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【被災市町村用】応援要請リスト

担当者名

メール

□ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ◎

□ 1-1 ○ ○ ○ ○ ○ ◎

□ 1-2 ○ ○ ◎

□ 2 ○ ○ ○ ○ ○

□ 2-1 ○ ○

□ 2-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

□ 3 ○ ◎

□ 3-1 ○ ○

□ 3-2 ○ ◎

□ 3-3 ○ ◎

□ 4 ○ ○

□ 4-1 ○

□ 4-2 ○ ○

□ 4-3 ○ ○

□ 5 ○ ○ ○ ○

□ 5-1 ○ ○ ○ ○

□ 5-2 ○ ○ ○ ○

□ 6 ○ ○ ○ ○

□ 7 ○ ○ ○ ○

□ 8 ○

□ 8-1 ○

□ 8-2 ○

□ 8-3 ○

□ 9 ○ ○ ◎

□ 10 ○ ○ ○ ○

□ 10-1 ○ ○ ○ ○

□ 10-2 ○ ○ ○ ○

□ 11 ○ ○

□ 12 ○ ○

□ 13 ○

□ 13-1 ○

□ 13-2 ○

□ 14 ○ ○ ◎

□ 14-1 ○ ○ ◎

□ 14-2 ○ ○ ◎

□ 15 ○ ○ ○ ○

□ 15-1 ○ ○ ○ ○

□ 15-2 ○

□ 16 ○

□ 17 ○

□ 18 ○ ○

□ 19 ○ ○

□ 20 ○ ○ ○

□ 21 ○ ○ ○

□ 22 ○ ○

□ 22-1 ○ ○

□ 22-2 ○ ○

□ 22-3 ○ ○

   民間事業者の被災状況の収集・整理

所属

電話

応
援
要
請

項
目
に
「

✓
」
↓

応援職員にしてほしいこと
備考

（必要人数，支援要請の具体的な内容、支援側に求める条件等があれば，適宜記載する）

□ 災害廃棄物対応全般に関する助言

   必要な対策・対応に係る助言（発災直後は，「応援職員にしてほしいことリ
スト」を基にした受援項目の整理を含む）

   支援要請が必要な内容の整理に係る助言

□ 市町村内の被害状況，民間事業者の被災状況の調査

実施時期の目安（※１）

災
害
対
応
未
経
験
の

自
治
体
が
発
災
直
後
に

優
先
的
に
支
援
要
請

す
べ
き
こ
と
（

※
２
）

発
災
直
後

発
災
直
後
～

１
週
間
程
度

発
災
後
約
１
週
間
～

１
か
月
程
度
以
内

１
か
月
程
度
以
降
～

３
か
月
程
度
以
内

３
か
月
程
度
以
降

□ 仮置場の設置手順の助言・管理運用方針に関する検討・助言

□ 仮置場での管理運営

□ 把握した被害状況・災害廃棄物発生状況等の分析（集計・データ化）

□ 国・県・他市町村との連携・情報共有

   周辺自治体の被災状況の把握

   国・県・支援団体（他市町村）との情報共有，被害状況の共有
（緊急性，今後の見込み等について）
   国・県との連絡調整窓口

□ 受援に係る調整・状況把握，車両の確保・受入れ

   近隣自治体にある宿泊施設の確保（支援隊受入）

   受援状況の把握

   パッカー車等の応援車輌の手配・調整，車両基地確保

   問合せ（電話）対応，市町村民からの問合せのクッション役

   問合せ内容の仕分け・整理，住民の要望の把握

□ 広報用資料の作成，市町村民への広報支援

□ 二次仮置場開設に係る助言

   仮置場に保管されている廃棄物量の整理，処理実績のチェック等

   処分先・処理フローの検討にかかる助言

□ 災害廃棄物の保管・処分にかかる事務支援・助言

   市町村内の地区ごとの被災状況の情報収集

□ 市町村民・被災者への対応

   仮置場の交通整理，車両誘導，積み下ろし補助

   仮置場での市民対応・分別指導，便乗ゴミの監視・現場対応

□ 収集車輌の割り振り

□ 避難所ごみの発生状況の把握・整理

□ 仮設トイレの設置に関する助言・現場支援

   仮設トイレの設置手順の助言

□ 廃棄物の排出・保管状況の把握

   有害災害廃棄物の保管状況把握

   勝手仮置場の状況・災害廃棄物発生状況の確認

   ごみ処理場までのルート確認，確保

   現場での仮設トイレ設置の準備

□ 災害廃棄物の発生量推計

   災害廃棄物の発生量の推計方法の検討

   災害廃棄物の発生量推計

□ 被災自動車の処理

□ 公費解体に係る費用償還の事務支援

   解体費用の計算

   解体費用償還の事務支援

   公費解体の受付事務・市町村民への説明

□ 二次仮置場整備に係る土木系の積算事務

□ 災害廃棄物処理実行計画の策定支援

□ 災害査定・補助金申請に関する事務支援・助言

□ 公費解体の運用方針・制度の検討・構築，助言
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【応援市町村用】支援可能リスト ■災害対応経験（ある場合）

担当者名 職種 対応した災害（年度・名称） 対応業務

メール

災
害
廃
棄
物
対
応
経
験

平
時
の
当
該
項
目
に

か
か
る
業
務
経
験

平
時
の
廃
棄
物
処
理
業
務
に
か

か
る
一
般
知
識

土
木
・
建
築
の
技
術
職

普
通
自
動
車
免
許

発
災
直
後

発
災
直
後
～

１
週
間
程
度

発
災
後
約
１
週
間
～

１
か
月
程
度
以
内

１
か
月
程
度
以
降
～

３
か
月
程
度
以
内

３
か
月
程
度
以
降

□ 1 ○ ○ ○ ○ ○

□ 1-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

□ 1-2 ○ ○ ○

□ 2 ○ ○ ○ ○ ○

□ 2-1 ○ ○ ○

□ 2-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

□ 3 ○

□ 3-1 ○ ○

□ 3-2 ○ ○

□ 3-3 ○ ○

□ 4 ○ ○

□ 4-1 ○

□ 4-2 ○ ○

□ 4-3 ○ ○ ○

□ 5 ○ ○ ○ ○

□ 5-1 ○ ○ ○ ○

□ 5-2 ○ ○ ○ ○

□ 6 ○ ○ ○ ○

□ 7 ○ ○ ○ ○ ○

□ 8 ○

□ 8-1 ○ ○

□ 8-2 ○ ○

□ 8-3 ○

□ 9 ○ ○ ○

□ 10 ○ ○ ○ ○

□ 10-1 ○ ○ ○ ○

□ 10-2 ○ ○ ○ ○

□ 11 ○ ○ ○

□ 12 ○ ○

□ 13 ○

□ 13-1 ○ ○

□ 13-2 ○ ○

□ 14 ○ ○

□ 14-1 ○ ○ ○

□ 14-2 ○ ○ ○

□ 15 ○ ○ ○ ○

□ 15-1 ○ ○ ○ ○ ○

□ 15-2 ○ ○

□ 16 ○ ○

□ 17 ○ ○

□ 18 ○ ○ ○

□ 19 ○ ○ ○

□ 20 ○ ○ ○ ○

□ 21 ○ ○ ○ ○

□ 22 ○ ○

□ 22-1 ○ ○ ○

□ 22-2 ○ ○

□ 22-3 ○ ○

□ 国・県・他市町村との連携・情報共有

   周辺自治体の被災状況の把握

   国・県・支援団体（他市町村）との情報共有，被害状況の共有
（緊急性，今後の見込み等について）

PC／通信手段

所属

電話

応
援
可
能
項
目
に
「

○
」
↓

応援職員にできること
応援側で用意することが望ましい備品

   民間事業者の被災状況の収集・整理 PC

   市町村内の地区ごとの被災状況の情報収集 通信手段／（公用車／地図・カーナビ／ヘルメット・軍手等）

応援職員に望まれる技能等

備考
（応援にあたって必要な宿泊先・移動手段・資材等は基本的に
は応援側が調達するものとする。ただし、受援側に求める事

項・条件等があれば，適宜記載する）

□ 災害廃棄物対応全般に関する助言

実施時期の目安（※１）

   支援要請が必要な内容の整理に係る助言

□ 市町村内の被害状況，民間事業者の被災状況の調査

   必要な対策・対応に係る助言（発災直後は，「応援職員にしてほしいことリス
ト」を基にした受援項目の整理を含む）

   国・県との連絡調整窓口 通信手段

□ 受援に係る調整・状況把握，車両の確保・受入れ

   近隣自治体にある宿泊施設の確保（支援隊受入）

   受援状況の把握 PC

   パッカー車等の応援車輌の手配・調整，車両基地確保 通信手段

□ 市町村民・被災者への対応

   問合せ（電話）対応，市町村民からの問合せのクッション役

   問合せ内容の仕分け・整理，住民の要望の把握

□ 広報用資料の作成，市町村民への広報支援 PC

□ 把握した被害状況・災害廃棄物発生状況等の分析（集計・データ化） PC

□ 廃棄物の排出・保管状況の把握

   有害災害廃棄物の保管状況把握

   勝手仮置場の状況・災害廃棄物発生状況の確認 通信手段／公用車／地図・カーナビ／ヘルメット・軍手等

   ごみ処理場までのルート確認，確保

□ 仮置場の設置手順の助言・管理運用方針に関する検討・助言

□ 仮置場での管理運営

   仮置場の交通整理，車両誘導，積み下ろし補助 ヘルメット・軍手等

   仮置場での市民対応・分別指導，便乗ゴミの監視・現場対応 ヘルメット・軍手等

□ 収集車輌の割り振り 通信手段／PC

□ 避難所ごみの発生状況の把握・整理 通信手段／PC

□ 仮設トイレの設置に関する助言・現場支援

   仮設トイレの設置手順の助言

   現場での仮設トイレ設置の準備 ヘルメット・軍手等

□ 災害廃棄物の発生量推計

   災害廃棄物の発生量の推計方法の検討 PC

   災害廃棄物の発生量推計 PC

□ 被災自動車の処理

□ 二次仮置場開設に係る助言

□ 二次仮置場整備に係る土木系の積算事務 PC

□ 災害廃棄物処理実行計画の策定支援 PC

□ 災害廃棄物の保管・処分にかかる事務支援・助言

   仮置場に保管されている廃棄物量の整理，処理実績のチェック等 PC

   処分先・処理フローの検討にかかる助言

□ 災害査定・補助金申請に関する事務支援・助言 PC

□ 公費解体の運用方針・制度の検討・構築，助言

   解体費用の計算

   解体費用償還の事務支援

   公費解体の受付事務・市町村民への説明

PC

PC

□ 公費解体に係る費用償還の事務支援
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資-30

４．用語の説明

用語 説明

中国ブロック 鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県の範囲をいう。

災害廃棄物対

策中国ブロッ

ク協議会

大規模災害発生時の廃棄物対策に関する広域的な連携等について検討す

る組織であり，中国ブロック内の県，市，民間団体，有識者，国の機関か

らなる。

D.Waste-Net

災害廃棄物処理支援ネットワーク。

国が集約する知見・技術を有効に活用し，各地における災害対応力向上

につなげるため，その中心となる関係者による人的な支援ネットワーク。

環境大臣が認定する有識者，地方自治体関係者，関係機関の技術者，関

係業界団体等により構成される。

仮置場

災害廃棄物の一時的に集積する場所や選別・破砕等の中間処理を行う場

所のこと。仮置場の機能によって，一次仮置場及び二次仮置場と分ける

場合がある。

管理集積所

自治体が設置を認知し，設置場所の管理や分別の指示がなされている。

また，見回りや搬出入の管理ができているなど，自治体が適切に管理し

た被災地近くの暫定の集積所を指す。「住民仮置場」と呼ばれることが

ある。

災害廃棄物処

理計画

平時において地方公共団体が策定する計画であり，災害廃棄物を適正か

つ円滑・迅速に処理するために必要な事項を整理したもの。



５．災害廃棄物対策中国ブロック協議会連絡網

組織 所属 電話番号 メールアドレス ＦＡＸ番号

鳥取県 生活環境部 循環型社会推進課

鳥取市 市民生活部 環境局 廃棄物対策課

米子市 市民生活部 クリーン推進課

島根県 環境生活部 廃棄物対策課

松江市 環境保全部 廃棄物対策課

出雲市 経済環境部 環境施設課

岡山県 環境文化部 循環型社会推進課

岡山市 環境局 環境部 環境事業課

倉敷市
環境リサイクル局

リサイクル推進部 一般廃棄物対策課

広島県 環境県民局 循環型社会課

広島市 環境局 環境政策課

福山市 経済環境局 環境部 環境総務課

呉市 環境部 環境政策課

山口県 環境生活部 廃棄物･リサイクル対策課

下関市 環境部 廃棄物対策課

山口市 環境部 資源循環推進課

公益社団法人 全国産業資源

循環連合会 中国地域協議会

中国地方整備局 防災室

中国地方整備局 港湾空港防災･危機管理課長

中国四国地方環境事務所 資源循環課

災害発生時に使用する連絡先（非常時優先電話等）

公表する資料にはこの欄は空白。

資
-
3
1
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６．災害廃棄物処理に関する参考資料

(1) 各県災害廃棄物処理計画における災害種類別の災害廃棄物発生推計量

① 風水害

風水害により発生する災害廃棄物量については、鳥取県及び広島県の災害廃棄物処理

計画で推計されていた。広島県においては、土砂災害による災害廃棄物の発生量推計が

なされていたため、併せて整理した。

【鳥取県】

（単位：t）

県名 水系 可燃物 不燃物 資源化物
資源化物

（家電）
合計

鳥取県

河内川 393 275 51 11 731

野坂川 958 671 124 27 1,780

大路川 4,459 3,123 578 126 8,287

三徳川 22 16 3 1 42

東郷池 168 118 22 5 313

日置川・勝部川 327 229 42 9 608

板井原川 7 5 1 0 13

日野川(霞) 9 6 1 0 17

佐陀川・精進川 851 596 110 24 1,581

加茂川・旧加茂川 50 35 6 1 93

由良川 97 68 13 3 181

蒲生川・小田川 665 466 86 19 1,236

私都川 148 103 19 4 274

八東川(県管理区間) 405 284 53 11 753

塩見川 116 81 15 3 215

千代川水系 153,456 107,455 19,905 4,336 285,152

天神川水系 47,028 32,930 6,100 1,329 87,387

日野川水系 61,208 42,860 7,939 1,730 113,737

斐伊川水系 231 162 30 7 429

注）端数処理のため、合計が合わないことがある。

出典：「鳥取県災害廃棄物処理計画」（平成30年３月、鳥取県）
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【広島県】

市町名 河川名

水害廃棄物

発生推計量

（t）

市町名 河川名

水害廃棄物

発生推計量

（t）

広島市 太田川 552,800 安芸高田市 江の川 5,300

呉市 黒瀬川 39,000 江田島市 ― ―

竹原市 賀茂川 16,200 府中町 府中大川 13,000

三原市 沼田川 48,600 海田町 瀬野川 30,800

尾道市 藤井川 10,400 熊野町 二河川 300

福山市 芦田川 226,900 坂町 ― ―

府中市 芦田川 13,200 安芸太田町 太田川 1,700

三次市 馬洗川 26,700 北広島町 志路原川 700

庄原市 戸郷川 600 大崎上島町 ― ―

大竹市 小瀬川 4,400 世羅町 芦田川 100

東広島市 黒瀬川 6,300 神石高原町 ― ―

廿日市市 可愛川 9,400

市町名
土砂災害廃棄物

発生推計量(t)
市町名

土砂災害廃棄物

発生推計量(t)

広島市 1,415,000 安芸高田市 402,000

呉市 915,000 江田島市 212,000

竹原市 250,000 府中町 78,000

三原市 653,000 海田町 158,000

尾道市 723,000 熊野町 277,000

福山市 643,000 坂町 118,000

府中市 265,000 安芸太田町 299,000

三次市 152,000 北広島町 299,000

庄原市 481,000 大崎上島町 153,000

大竹市 181,000 世羅町 179,000

東広島市 345,000 神石高原町 95,000

廿日市市 421,000

出典：「広島県災害廃棄物処理計画」（平成30年３月、広島県）
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② 地震災害

各県の災害廃棄物処理計画において、地域防災計画で想定される最大規模の地震に

おける災害廃棄物発生推計量が組成別に整理されている。

（単位：t）

県名
断層の

名称

柱材・

角材

コンク

リート
可燃物

金属

くず
不燃物 土砂系 合計

鳥取県
鹿野・

吉岡断層
55,386 408,096 203,084 32,174 628,531 73,066 1,400,336

出典：「鳥取県災害廃棄物処理計画」（平成30年３月、鳥取県）

（単位：千t）

県名 断層の名称 可燃物 不燃物 合計

島根県 宍道断層 120 479 599

出典：「島根県災害廃棄物処理計画」（平成30年３月、島根県）

（単位：t）

県名 想定地震 可燃物 不燃物
ｺﾝｸﾘｰﾄ

がら
金属 柱角材 合計

岡山県

南海トラフ

巨大地震

パターン1

（直後破

壊）冬18時

888,892 1,076,581 2,676,735 338,218 266,574 5,247,000

出典：「岡山県災害廃棄物処理計画に係る基礎調査報告書」（平成27年３月、岡山県）

（単位：千t）

県名 対象地震 可燃物 柱角材 不燃物
ｺﾝｸﾘｰﾄ

がら
金属

津波

堆積物
合計

広島県
南海トラフ

巨大地震
2,314 694 2,314 6,682 848 1,464 14,312

出典：「広島県災害廃棄物処理計画」（平成30年３月、広島県）

（単位：t）

県名 想定災害 可燃物 不燃物
ｺﾝｸﾘｰﾄ

がら
金属 柱角材 合計

津波

堆積物

山口県
南海トラフ

地震
109,650 110,010 317,230 40,220 32,890 610,000 4,720,000

出典：「山口県災害廃棄物処理に関する検討報告書」（平成28年５月、山口県）
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(2) 仮置場に関する資料

① 仮置場の選定基準

a）仮置場候補地の選定項目

大規模災害が発生したときの仮置場の選定基準の項目として，次のものが考えられる。
項目 条件 理由

所有者

・公有地（市町村有地，県有地，国有地）
がよい。

・地域住民との関係性が良好である。
・（民有地である場合）地権者の数が少な
い。

迅速に用地を確保する必要があるた
め。

面積
一次仮置場 ・広いほどよい。

二次仮置場 ・12ha以上である。 仮設処理施設等を併設するため。

周辺の土地利用

・住宅地でない方が良い。
・病院，福祉施設，学校等がない方が良い。
・企業活動や漁業等の住民の生業の妨げ
にならない方が良い。

粉塵，騒音，振動等の影響があるた
め。

土地利用の規制
・法律等により土地の利用が規制されて
いない。

粉塵，騒音，振動等の影響があるた
め。

前面道路幅 ･６ｍ以上が良い。 大型トラックが通行するため。

輸送ルート

・高速道路のインターチェンジから近い
方が良い。

・緊急輸送路に近い方がよい。
・鉄道貨物駅，港湾が近くにある方が良
い。

災害廃棄物を搬送する際に，一般道
の近隣住民への騒音や粉塵等の影響
を軽減させるため。
広域搬送を行う際に，効率的に災害
廃棄物を搬送するため。

土地の形状
・起伏のない平坦地が望ましい。
・変則形状である土地を避ける。

廃棄物の崩落を防ぐため。
車両の切り返し，レイアウトの変更
が難しいため。

土地の基盤整備の状況

・地盤が硬い方が良い。 地盤沈下が起こりやすいため。

・アスファルト敷きの方が良い。
土壌汚染しにくい，ガラスが混じり
にくいため。

・暗渠排水管が存在しない方が良い。
災害廃棄物の重量により，暗渠排水
管が破損する可能性が高いため。

設備

・消火用の水を確保できる方が良い。

仮置場で火災が発生する可能性があ
るため。
水が確保できれば，夏場はミストに
して作業員の熱中症対策にも活用可
能。

・電力を確保できる方が良い。
破砕分別処理の機器に電気が必要で
あるため。

被災考慮

・各種災害（津波，洪水，土石流等）の被
災エリアでない方が良い。

迅速に用地を確保する必要があるた
め。

・河川敷は避けるべきである。
･水につかりやすい場所は避ける方が良
い。

梅雨に増水の影響を受けるため。
災害廃棄物に触れた水が河川等へ流
出することを防止するため。

地域防災計画での
位置付け有無

・仮設住宅，避難所等に指定されていない
方が良い。

当該機能として利用されている時期
は，仮置場として利用できないため。

・道路啓開の優先順位を考慮する。
早期に復旧される運搬ルートを活用
するため。

出典：「平成 28 年度大規模災害時における中国四国ブロックでの広域的な災害廃棄物対策に

関する調査検討業務 報告書（平成 29 年３月）」環境省中国四国地方環境事務所
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b）候補地選定の考え方

上記の選定基準を踏まえ，仮置場候補地を選定する。候補地の選定は，あらかじめ順位

付けを行っておくことが必要である。

順位付けは，下記のような仮置場選定チェックリストを用いて行い，チェック数が多

い仮置場から優先順位を付けていく。

仮置場選定チェックリスト

区分 項目 条件 判定

①
発
災
前
の
留
意
点

立地条件 (1)河川敷ではない。

前面

道路幅
(2) 前面道路幅が６ｍ以上ある。

所有者

(3) 公有地（市町村有地，県有地，国有地）である。

(4) 地域住民との関係性が良好な土地である。

(5) （民有地である場合）地権者の数が少ない土地である。

面積 (6) 面積が十分にある。（二次仮置場は12ha以上）

周辺の

土地利用

(7) 周辺が住宅地ではない。

(8) 周辺が病院，福祉施設，学校等ではない。

(9) 企業活動や漁業等の住民の生業の妨げにならない場所であ

る。

土地利用

の規制
(10)法律等により土地の利用が規制されていない。

輸送

ルート

(11)高速道路のインターチェンジから近い。

(12)緊急輸送路に近い。

(13)鉄道貨物駅，港湾が近くにある。

土地の

形状

(14)起伏のない平坦地である。

(15)変則形状の土地ではない。

土地の

基盤整備

の状況

(16)地盤が硬い。

(17)アスファルト敷きである。

(18)暗渠排水管が存在していない。

設備
(19)消火用の水を確保できる場所である。

(20)電力を確保できる場所である。

被災考慮 (21)各種災害（津波，洪水，土石流等）の被災エリアではない。

地域防災

計画での

位置付け

(22)地域防災計画で応急仮設住宅，避難所等に指定されていな

い。

(23)道路啓開の順位が高い。

②
発
災
後
の

留
意
点

仮置場の

配置
(24)仮置場の偏在を避け，仮置場を分散して配置する。

被災地と

の距離
(25)被災地の近くにある。
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具体的には，下記のように順位づけの作業を行う。合計チェック数を点数化（○の数）

し，点数の高い候補地から順位をつける。

災害発生前の仮置場候補地リスト化イメージ図（横軸は一部省略）

候補地名／住所

立
地
条
件

前
面
道
路
幅

所
有
者

面
積

周
辺
の
土
地
利
用

土
地
利
用
の
規
制

輸
送
ル
�
ト

土
地
の
形
状

土
地
の
基
盤
整
備
の
状
況

設
備

被
災
考
慮

地
域
防
災
計
画
で
の
位
置
づ
け

点
数
�
○
の
数
�

発
災
前
の
優
先
順
位

A公園

／△△町○○丁目－

○

○ ○ ２ Ｅ

B広場

／××町○○丁目－

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ７ Ａ

C総合運動公園

／■■町○○丁目－

○

○ ○ ○ ○ ○ ５ Ｃ

未利用地D

／○□町○○丁目－

○

○ １ Ｅ

E公園

／△□町○○丁目－

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ６ Ｂ

…

※優先順位は，○の数が同数のものもあると想定されるため，「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ」の５ランク

程度とする。ランクづけは，点数（○の数）を踏まえ，５等分にしてランクづけをすることが

最も簡易な方法である。
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災害発生後には，事前に選定した候補地の中で，被災していない優先度の高い所から選定して

いくこととなるが，災害発生後の状況に応じた選定基準も踏まえて選定することとなる。「②発

災後の留意点」についてもチェックを行い，合計点数が高い方から仮置場候補地の優先順位を付

けていくこととなる。

発災後の仮置場選定イメージ図（横軸は一部省略）

候補地名

／住所

①発災前の留意点

点
数
�
○
の
数
�

発
災
前
の
優
先
順
位

②発災

後の留

意点

点
数
�
○
の
数
�

発
災
後
の
優
先
順
位

立
地
条
件

前
面
道
路
幅

所
有
者

面
積

周
辺
の
土
地
利
用

土
地
利
用
の
規
制

輸
送
ル
�
ト

土
地
の
形
状

土
地
の
基
盤
整
備
の

状
況

設
備

被
災
考
慮

地
域
防
災
計
画
で
の

位
置
づ
け

仮
置
場
の
配
置

被
災
地
と
の
距
離

A公園

／△△町○○

丁目－○

○ ○ ２ Ｅ － － ２ ４

B広場

／××町○○

丁目－○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ７ Ａ ○ － ８ １

C総合運動公

園

／■■町○○

丁目－○

○ ○ ○ ○ ○ ５ Ｃ ○ ○ ７ ２

未利用地D

／○□町○○

丁目－○

○ １ Ｅ － － １ ５

E公園

／△□町○○

丁目－○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ６ Ｂ － － ６ ３

・・・

※「地域防災計画での位置づけ」は計画段階の位置づけであるが，実際の災害発生時においては，

仮置場候補地が仮設住宅建設予定地などに確定していた場合は，計画段階の有無に関わらず使

用については，調整が必要である。

※「仮置場の配置」の「○」は，他の仮置場との配置バランスを見た上での評価であるため，仮置

場単独で評価することは難しい。

※「発災後の優先順位」は，優先順位の高い方から利用調整に着手する順番である。
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c）条件を満たすことができない場合の対応

仮置場候補地を選定する際，上記の条件をすべて満たすことは難しい。その場合は，で

きるだけ条件を満たすことが多いものから優先順位をつけることとした。一方，満たし

ていない条件については，対応策を講じたり，制限事項として留意したりすることで利

用できる。そのような対応策・制限事項は，下表のとおりである。

仮置場選定チェックリスト

区分 項目 条件
条件を満たさない場合の

対応策・制限事項

①
発
災
前
の
留
意
点

立地条件 河川敷でない。
梅雨の時期に被らないよう短期間
の利用にする。

前面
道路幅

前面道路幅が６ｍ以上ある。 中型以下のトラックを利用する。

所有者

公有地（市町村有地，県有地，国有地）であ
る。

民有地を活用する。

地域住民との関係性が良好な土地である。 住民説明会を開催する。
（民有地である場合）地権者の数が少ない土地
である。

住民説明会を開催する。

面積 面積が十分にある。（二次仮置場は12ha以上） 迅速に処理を行う。

周辺の
土地利用

周辺が住宅地ではない。
粉塵，騒音，振動等の防止対策
を行い，周辺の環境へ配慮を行
う。

周辺が病院，福祉施設，学校等ではない。
企業活動や漁業等の住民の生業の妨げになら
ない場所である。

土地利用
の規制

法律等により土地の利用が規制されていない。 －

輸送
ルート

高速道路のインターチェンジから近い。 粉塵，騒音，振動等の防止対策
を行い，一般道周辺住民に配慮
する。周辺からのできる限りアクセ
スが良い場所を利用する。

緊急輸送路に近い。

鉄道貨物駅，港湾が近くにある。

土地の
形状

起伏のない平坦地である。
土地を造成してから利用する。

変則形状の土地ではない。

土地の
基盤整備
の状況

地盤が硬い。 鉄板等を敷いて土地を養生する。
アスファルト敷きである。 鉄板等を敷いて土地を養生する。

暗渠排水管が存在していない。
災害廃棄物の重さ・高さを制限す
る。

設備
消火用の水を確保できる場所である。

消防署と消火方法について事前
協議して対応する。

電力を確保できる場所である。 移動電源車を確保する。

被災考慮
各種災害（津波，洪水，土石流等）の被災エリ
アではない。

被災していない場合は利用可
能。

地域防災
計画での
位置付け

地域防災計画で仮設住宅，避難所等に指定さ
れていない。

当該機能として利用されていない
場合は，利用可能。

道路啓開の優先順位を考慮する。 可能な限り近くに設置する。
②
発
災
後
の

留
意
点

仮置場の
配置

仮置場の偏在を避け，仮置場を分散して配置
する。

被災地と
の距離

被災地の近くにある。
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② 仮置場レイアウト及び必要な資機材

a）一次仮置場

一次仮置場のレイアウトを考える際の重要な点は，以下のとおりである。

一次仮置場のレイアウトの留意点

○出入口

・出入口に，受付員，誘導員を配置し，受付を設置する。

・可能であれば，計量機を設置する。

○動線

・動線は一方通行にする。

・大型車両中心の行政委託車両と，一般（市民）持込みの車両を明確に区分する。

○災害廃棄物の配置

・概ね災害廃棄物の種類に分けて保管する。（H26年豪雨災害を受けた広島市の例では，

「流木・柱角材」，「がれき類」，「岩石・コンクリートがら」，「がれき混じり土

砂」，「金属類」，「アスファルトがら」，「可燃物」，「不燃物」，「家電４品目」，

「処理困難物」で分類している。）

・混雑・事故リスク等を勘案し保管場所を決定する。（例えば，「がれき混じり土砂」と

「流木・柱角材」は，別車両で搬入することが多いため，保管場所を離すなど。）

・面積は，比重や災害廃棄物の発生量を考慮し，木くずなどの体積が大きいもの，発生

量が多いものはあらかじめ広めに面積を確保しておく。

・不法投棄防止の観点から，家電４品目や処理困難物は出入口から見えない場所に保管

する。

・時間の経過とともに，搬入物量等の状況に応じて，レイアウトを変更する。

○その他

・廃棄物の保管場は，鉄板等により地盤を養生する。

・不法投棄等を防止するため，仮置場はフェンス等の囲いを設置する。

・粉じん対策として，廃棄物を土地際から離し，散水を行う。

出典：「平成 28 年度大規模災害時における中国四国ブロックでの広域的な災害廃棄物対策に

関する調査検討業務 報告書（平成 29 年３月）」環境省中国四国地方環境事務所
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b）二次仮置場

主な二次仮置場のレイアウトのポイント・利用上の留意点は以下のとおりである。

二次仮置場のレイアウトの留意点

【受入品・選別品保管ヤード】

・受入品保管ヤードの面積は，祝祭日の搬入停止や，前処理期間等を考慮して設定

・敷地内の土壌汚染を防ぐため，保管ヤード下部にシートを配置，アスファルト舗装の

実施等

【処理施設ヤード】

・場内運搬を少なくするため，処理施設（破砕・選別，手選別，焼却）は，処理の流れに

したがって配置

・焼却炉は周辺環境への影響が少ない場所を選定して設置

・焼却炉の近辺には，可燃物の保管ヤード，焼却灰の保管ヤード等を隣接して配置

・冬期の風雪への対策として，手選別ラインを仮設ハウスや大型テント内に設置

・処理ヤードにアスファルト舗装を実施

・敷地内の土壌汚染を防ぐため，処理ヤード下部にシートを設置

【管理ヤード】

・事務所棟，駐車場，計量設備等は出入口近辺に集約して配置

・計量設備は，運行計画等を基に必要台数を設置

・計量設備の手前に滞留スペースを設け，通行車両と計量車両との動線を分離

・東日本大震災特有の事例として，計量施設近傍に空間放射線量の計測設備を設置

・場内出口付近に，タイヤ洗浄設備を設置

【その他ヤード】

・主要な場内道路は一方通行として計画。また，車線数は２車線とし，荷下ろし中の車

両が居ても通行できる幅員を確保

・仮置場への入退場車両による出入口前面道路の渋滞を防止するため，左折入場となる

よう運搬経路を計画（転回路を設けた事例もある）

・住居が仮置場に近接する場合は，防音設備を設置

・粉じんの飛散や泥の引きずりを防ぐため，主要な場内道路はアスファルトで舗装

・散水車による定期的な散水を実施

・廃棄物の飛散を防止するため，外周部に仮囲いや飛散防止ネットを配置して飛散を防

止

・保管ヤードや処理ヤードの降雨水がそのまま周囲に流出しないよう側溝を設けるとと

もに，必要に応じて流末に水処理施設を設置

・地盤沈下箇所については，嵩上げや地盤改良等を実施

※アンダーラインは，レイアウトに関わる部分（本協議会で追記）

出典：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部「東日本大震災の経験を踏まえた災害廃

棄物処理の技術的事項に関する概要報告書 －仮置場と混合物処理－」（平成28年３

月）
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c）仮置場の設置の際に必要な資機材

仮置場を設置するに当たって，必要となる主な資機材は下記のとおりである。

仮置場の設置に必要となる主な資機材リスト

□ 遮水シート

□ 敷鉄板

□ 台貫（トラックスケール）

□ フォーク付のバックホウ（油圧シャベル・ユンボ）（粗選別用）

□ 仮置場を囲む周辺フェンス

□ 立て看板（廃棄物の分別区分を示す）

□ コーン標識（区域を示す）

□ ロープ（区域を示す）

□ 散水機

□ チェーン（施錠用）

□ 南京錠（施錠用）

□ 掃除用具

□ 飛散防止ネット

□ 防音シート

□ 脱臭剤

□ 防虫剤

□ 温度計

（参考資料）環境省「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ」（平成28年３月），廃棄物

資源循環学会『災害廃棄物分別・処理実務マニュアル』（ぎょうせい，平成24年）
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d）仮置場の確保に関する協定

横浜市は，横浜国立大学，横浜商科大学，横浜市立大学と災害廃棄物の仮置場の設置

協力に関する協定を締結している。その協定書のひな型は，下記のとおりである。

大規模災害時における災害廃棄物の仮置場の設置協力に関する協定

○○市（以下「甲」という。）と 大学（以下「乙」という。）は，大規模災害発

生時において，災害廃棄物の仮置場の設置協力に関して，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 本協定は，大規模災害時において，甲が乙の施設を仮置場として利用するための手続

について，必要な事項を定めることを目的とする。

（仮置場候補地の通知）

第２条 乙は，仮置場として使用できる施設の範囲を次のように定める。

施設名称 所在地 地積

（協力要請）

第３条 大規模災害時に，甲は，乙に対し前条に定めた施設の提供について仮置場提供に関す

る協力要請書（第１号様式）をもって，要請できるものとする。

２ 乙は，前項の協力要請を受けたときは，甲及び乙協議のうえ，要請への承諾の可否を決定

し，甲に仮置場提供に関する回答書（第２号様式）により回答するものとする。

（設置期間）

第４条 仮置場の設置期間は，大規模災害のあった日から１年間とする。

（搬入する災害廃棄物の種類）

第５条 搬入する災害廃棄物はコンクリートくずを原則とする。

２ 金属くず，陶磁器くず及びガラスくず等の不燃性廃棄物を搬入する場合は甲及び乙協議の

上，決定する。

３ 焼却灰や有害廃棄物等（危険物を含む）の保管は行わないこととする。

（賃借料）

第６条 甲は，仮置場の供用開始後，国が定める災害等廃棄物処理事業費国庫補助金交付要綱

に基づき，近隣地域又は類似地域の貸付水準を考慮して，賃借料を決定し，乙に支払うも

のとする。

（周辺住民への周知）

第７条 仮置場の設置に当たっては，整備工事，搬入導線及び開設時間等について，甲が周辺

住民に周知するものとする。
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（仮置場の整備工事等）

第８条 甲は，仮置場の供用開始にあたって，路盤整備，排水溝など必要な工事を実施するも

のとする。

２ 仮置場返還時のトラブルを回避するため，供用開始前に，甲及び乙の立会いの下に，仮置

場の設置場所の土壌をサンプリングするものとする。

（仮置場の管理等）

第９条 甲は，労働災害や地域住民の生活環境の保全上の支障を防止するため，散水等の粉じ

ん対策や不法投棄などの防犯対策等を行うものとする。

２ 甲は，必要に応じて，大気質，騒音，振動，臭気，水質等の環境モニタリングを行い，乙

及び周辺住民へ情報を提供するものとする。

３ 災害廃棄物を由来とする悪臭や害虫が発生した場合には，甲は，消臭剤，脱臭剤若しくは

殺虫剤の散布又はシートによる被覆等の最善の対応を行うものとする。

（施設の原状復旧等）

第 10 条 甲は，仮置場の返還にあたっては，ガラス破片等の除去を行うとともに，仮置場供

用開始にあたって乙の施設の撤去又は設備の破損等を生じさせていた場合には，原状復旧

を行うものとする。

２ 甲は，乙からの求めがあった場合には，第８条第２項に基づいて，供用開始前に採取した

土壌と現状の土壌を比較することにより，土地の安全性を確認するものとする。

３ 前項の調査の結果，災害廃棄物の仮置場としての使用による土壌汚染が確認された場合

は，甲及び乙協議のうえ，土壌入替等の土壌汚染対策を講じるものとする。

（施設の返還）

第 11 条 乙が前条に基づく施設の原状復旧の完了を確認したときは，施設原状復旧確認書（第

３号様式）を甲に提出するものとする。

２ 甲は，前項の確認を受けた後，施設返還通知書（第４号様式）により，施設の返還を乙に

通知するものとする。

（その他）

第 12 条 この協定の実施に関し，必要な事項若しくはこの協定に定めのない事項が生じ，又

は疑義が生じたときは，甲及び乙協議のうえ，その都度決定する。

（有効期間）

第 13 条 この協定の有効期間は，協定締結の日から１年間とし，期間満了の３か月前までに，

甲，乙いずれからも申出がないときは，同一条件で１年間延長されたものとみなし，その

後も同様とする。

この協定を証するため，本書２通を作成し，甲，乙署名捺印のうえ，各自１通を保有する。
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(3) 災害等廃棄物処理事業費補助金 補助対象内外早見表

環境省では、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象等に伴い、市町村が実

施する災害廃棄物の処理に係る費用について、市町村を財政的に支援し、生活環境の保

全及び公衆衛生の向上を図ることを目的に災害廃棄物処理事業を行うこととしている。

補助対象となる区分の早見表が以下の用に整理されているが、実際の申請等に当たって

は、最新情報に基づき判断するよう留意すること。
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①災害等廃棄物処理事業費補助金 補助対象内外早見表
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出典：「災害関係業務事務処理マニュアル」（令和３年２月改訂、環境省環境再生・資源循環局廃

棄物適正処理推進課）
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②廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金 補助対象内外早見表

出典：「災害関係業務事務処理マニュアル」（令和３年２月改訂、環境省環境再生・資源循環局廃

棄物適正処理推進課）
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(4) 中国ブロック内の県を越える応援協定等

① 中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定

鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県及び高知県（以下

「中国・四国９県」という。）は，災害対策基本法（昭和36年法律第223号）の規定する

災害又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年法律

第112号）が適用される事態（以下「災害等」という。）が発生し，災害等が発生した県

（以下「被災県」という｡）が独自では十分な応急措置及び国民保護措置等（以下「応急

措置等」という。）が実施できない場合に，迅速かつ的確に被災県における応急措置等の

支援を実施するため，次のとおり協定を締結する。

（カウンターパート制による支援）

第１条 中国・四国９県は，被災県に対する支援を行う県を予め定めたカウンターパート制

により，災害等発生当初から円滑かつ迅速に支援を行う。

２ カウンターパート制により被災県に対する支援を行う県は，災害等発生後，必要に応じ

て，速やかに連絡員を被災県に派遣し，情報収集を行うとともに，被災県が必要とする

支援を実施する。

（広域支援本部の設置）

第２条 中国・四国９県は，被災状況に応じた，より的確な支援を実施するため，中国地方

知事会の会長県（以下「会長県」という。）及び四国知事会の常任世話人県（以下「常任

世話人県」という。）に広域支援本部を設置する。

２ 広域支援本部は相互に連携し，被災県の被災状況や各県の支援状況等の情報集約を行

い，被災県に対する支援に係る包括的な調整を行う。

３ 会長県及び常任世話人県が被災した場合における広域支援本部の設置県については，別

に定める。

（支援の内容）

第３条 支援の内容は，次のとおりとする。

(1) 食料，飲料水，生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供

(2) 被災者の救出，医療，防疫，施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供

(3) 避難，救援，消火，救急活動等に必要な車両，舟艇及び航空機の派遣及びあっ旋並び

に資機材の提供

(4) 医療，救援，応急復旧等に必要な医療職，技術職，技能職等の職員の派遣

(5) 避難者を受け入れるための施設の提供

(6) 前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項

（広域支援本部による支援の要請）

第４条 広域支援本部の設置県の知事は，所属ブロックの構成県だけでは被災県に対して十

分な支援ができないと判断したときは，中国ブロックにあっては常任世話人県の知事に，

四国ブロックにあっては会長県の知事に対し，文書をもって支援要請する。ただし，そ

のいとまがない場合は，電話等により支援要請を行い，後日，速やかに文書を提出する

ものとする。

（支援に要する経費の負担等）

第５条 支援に要した経費は，原則として支援を受けた県（以下「被支援県」という。）の

負担とする。
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２ 被支援県が前項に規定する経費を支弁するいとまがない場合は，支援を実施した県が一

時繰替（国民保護に関しては「立替」と読み替える。以下同じ。）支弁するものとする。

３ 前２項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は，別に定める。

（平常時の相互交流）

第６条 中国・四国９県は，この協定に基づいて支援が円滑に行われるよう，毎年１回地域

防災計画，国民保護計画及びその他参考資料を相互に提供するほか，各県が実施する訓

練等に相互に参加するなど，各県間の相互交流を図るものとする。

（他の協定との関係）

第７条 この協定は，各県が別に締結した災害時等における相互支援に関する協定を排除す

るものではない。

（その他）

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は，各県が協議し

て定めるものとする。

以上のとおり協定を締結したことを証するため，この協定書９通を作成し，各県が記名・

押印をして，各自その1通を所持する。

附則

１ この協定は平成24年3月1日から施行する。

２ 平成７年12月5日に締結された協定は，これを廃止する。

平成２４年３月１日

鳥取県代表者 鳥取県知事 平 井 伸 治

島根県代表者 島根県知事 溝 口 善兵衛

岡山県代表者 岡山県知事 石 井 正 弘

広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦

山口県代表者 山口県知事 二 井 関 成

徳島県代表者 徳島県知事 飯 泉 嘉 門

香川県代表者 香川県知事 浜 田 恵 造

愛媛県代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

高知県代表者 高知県知事 尾 﨑 正 直
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② 中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定実施要領

（趣旨）

第１条 この要領は，中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定（以下「協定」

という。）第８条の規定に基づき，協定の運用に関し，必要な総括的事項を定めるものと

する。

（カウンターパート制により支援を行う県）

第２条 協定第１条第１項に規定するカウンターパート制により被災県に対する支援を行

う県の組合せを別表１のとおり定める。

２ 前項に定めるもののほか，カウンターパート制による支援の実施に関し必要な事項は，

別に定める。

（広域支援本部の設置の時期）

第３条 協定第２条第１項に規定する広域支援本部の設置の時期は，次のとおりとする。

(1) 中国５県広域支援本部の設置県の知事から常任世話人県の知事に支援の要請があった

とき

(2) 四国４県広域支援本部の設置県の知事から会長県の知事に支援の要請があったとき

２ 中国・四国各ブロックにおける広域支援本部の設置・運営に関し必要な事項は，それぞ

れ別に定める。

（広域支援本部による支援の要請）

第４条 協定第４条の規定に基づく広域支援本部による支援の要請は，必要な事項を明らか

にして，会長県又は常任世話人県の連絡担当部局を通じて，別記様式（支援要請書）によ

り行うものとする。

（職員の派遣に要する経費の負担）

第５条 協定第５条に規定する経費のうち，協定第３条第４号の職員の派遣に要した経費の

負担については，次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 被支援県が負担する経費の額は，支援を実施した県（以下「支援県」という。）

が定める規定により算定した当該派遣職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とす

る。

(2) 派遣職員が支援業務により死亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は障害の状態

となった場合における公務災害補償に要する経費は，支援県の負担とする。ただ

し，被災地において応急治療する場合の治療費は，被支援県の負担とする。

(3) 派遣職員が業務上第三者に損害を与えた場合において，その損害が支援業務の従事中

に生じたものについては被支援県が，被支援県への往復の途中において生じたものにつ

いては支援県が賠償の責めに任ずる。

(4) 前３号に定めるもののほか，職員の派遣に要する経費については，被支援県及び支援

県が協議して定める。

（経費の支払方法）

第６条 支援県は，協定第５条第２項に定める支援に要した経費を一時繰替支弁した場合

は，次に掲げる経費に相当する額を，被支援県に請求する。

(1) 協定第３条第１号及び第２号の物資に係る購入費及び輸送費

(2) 協定第３条第１号から第３号までの資機材（同条第３号の車両，舟艇及び航空機を含

む。)に係る借上料，燃料費，輸送費若しくは破損費又は故障が生じた場合の修理費

(3) 協定第３条第４号の職員の派遣に係る前条に定める経費
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(4) 協定第３条第５号の施設の提供に係る借上料

(5) 協定第３条第６号の特に要請があった事項の実施に要した経費

２ 前項に規定する請求は，支援県の知事名による請求書により，連絡担当部局を経由

して被支援県の知事に請求するものとする。

３ 前２項により難いときは，被支援県及び支援県が協議して定める。

（連絡担当部局）

第７条 各県は，協定の運用に関する連絡担当部局をあらかじめ定め，災害等が発生したと

きは，速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。

２ 前項に定める連絡担当部局は別表２のとおりとする。

（資料の交換等）

第８条 協定第６条に規定するその他参考資料のうち，次に掲げるものについては，毎年見

直しを行い，各県相互に交換するものとする。

(1) 担当課及び責任者等名簿

(2) 支援物資等保有状況一覧

２ 前項第２号については，「中国５県災害等発生時の広域支援に関する協定」及び「危機

事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定」において作成されたものを交換する

ものとする。

（派遣職員の指揮等）

第９条 派遣職員は，支援の実施については，被支援県の指揮の下に行動するものとする。

２ 支援を受けるべき県が指揮不能の場合は，派遣職員は被支援県の所属するブロックに設

置される広域支援本部の調整の下に行動するものとする。

（その他）

第１０条 この要領に定める事項について疑義が生じた場合又はこの要領に定めのない事

項については，各県が協議して定めるものとする。

附 則

この要領は，平成24 年３月１日から施行する。
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③ 中国５県災害等発生時の広域支援に関する協定

鳥取県，島根県，岡山県，広島県及び山口県（以下「中国５県」という。）は，災害対

策基本法（昭和36年法律第223号）の規定する災害又は武力攻撃事態等における国民の保

護のための措置に関する法律（平成16年法律第112号）が適用される事態（以下「災害等」

という。）が発生し，災害等が発生した県（以下「被災県」という｡）が独自では十分な

応急措置及び国民保護措置等（以下「応急措置等」という。）が実施できない場合に，迅

速かつ的確に被災県における応急措置等の支援を実施するため，次のとおり協定を締結

する。

（カウンターパート制による支援）

第１条 中国５県は，被災県に対する支援を行う県を予め定めたカウンターパート制によ

り，災害等発生当初から円滑かつ迅速に支援を行う。

２ カウンターパート制により被災県に対する支援を行う県は，災害等発生後，必要に応じ

て，速やかに連絡員を被災県に派遣し，情報収集を行うとともに，被災県が必要とする

支援を実施する。

（広域支援本部による支援）

第２条 中国５県は，被災状況に応じた，より的確な支援を実施するため，中国地方知事会

会長県に中国５県広域支援本部（以下「広域支援本部」という。）を設置する。

２ 広域支援本部は，中国ブロック内各県，他のブロック知事会及び全国知事会との調整等，

広域支援に係る包括的な調整を行う。

３ 被災県以外の各県は，広域支援本部に連絡調整員を派遣するとともに，広域支援本部の

調整の下，被災県が必要とする支援を実施する。

（支援の内容）

第３条 支援の内容は，次のとおりとする。

(1) 食料，飲料水，生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供

(2) 被災者の救出，医療，防疫，施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供

(3) 避難，救援，消火，救急活動等に必要な車両，舟艇及び航空機の派遣及びあっ旋並び

に資機材の提供

(4) 医療，救援，応急復旧等に必要な医療職，技術職，技能職等の職員の派遣

(5) 避難者を受け入れるための施設の提供

(6) 前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項

（広域支援本部による支援の要請）

第４条 広域支援本部による支援を受けようとする県の知事は，中国地方知事会の会長に対

し，文書をもって要請する。ただし，そのいとまがない場合は，電話等により要請を行

い，後日，速やかに文書を提出するものとする。

（支援に要する経費の負担等）

第５条 支援に要した経費は，原則として支援を受けた県（以下「被支援県」という。）の

負担とする。

２ 被支援県が前項に規定する経費を支弁するいとまがない場合は，支援を実施した県が一

時繰替（国民保護に関しては「立替」と読み替える。以下同じ。）支弁するものとする。

３ 前２項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は，別に定める。

（平常時の相互交流）

第６条 中国５県は，この協定に基づいて支援が円滑に行われるよう，毎年1回地域防災計
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画，国民保護計画及びその他参考資料を相互に提供するほか，各県が実施する訓練等に

相互に参加するなど，各県間の相互交流を図るものとする。

（他の協定との関係）

第７条 この協定は，各県が別に締結した災害時等における相互支援に関する協定を排除す

るものではない。

（その他）

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は，各県が協議し

て定めるものとする。

以上のとおり協定を締結したことを証するため，この協定書５通を作成し，各県が記名・

押印をして，各自その1通を所持する。

附則

１ この協定は，平成23年１月11日から施行する。

２ 平成７年７月13日に締結された協定は，これを廃止する。

附則

１ この協定は，平成24年3月1日から施行する。

２ 平成23年１月11日に締結された協定は，これを廃止する。

平成２４年３月１日

鳥取県代表者 鳥取県知事 平 井 伸 治

島根県代表者 島根県知事 溝 口 善兵衛

岡山県代表者 岡山県知事 石 井 正 弘

広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦

山口県代表者 山口県知事 二 井 関 成
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【参考：中国５県災害等発生時の広域支援に関する協定に基づく支援・受援マニュアル

（令和４年１月）（抜粋）】

（カウンターパート制）

①中国ブロックで対応する場合

○隣接県による支援を基本的な考え方として、下表のとおり、第１順位から第４順位

までを予め決定

○第１順位の県が被災したことにより支援ができない場合は、第２順位から第４順位

までの県がそれぞれの順位により支援を実施

○災害等の実態に照らし、被災県の被害が甚大な場合には、当該被災県の市町村ブロ

ック圏域又は市町村を応援地域として割り当てる支援の実施が可能

被災県
支援担当県

第１順位 第２順位 第３順位 第４順位

鳥取県 岡山県 島根県 広島県 山口県

島根県 鳥取県 広島県 山口県 岡山県

岡山県 広島県 鳥取県 山口県 島根県

広島県 山口県 岡山県 島根県 鳥取県

山口県 島根県 広島県 鳥取県 岡山県

②中国・四国ブロックで対応する場合

○大規模広域的な災害への備えとして、下表のとおり、中国・四国ブロックで対応可能

な場合を想定した支援の相手方を予め決定

グルーピング 構成県

グループ１ 鳥取県 徳島県

グループ２ 岡山県 香川県

グループ３ 広島県 愛媛県

グループ４ 島根県 山口県 高知県
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(5) 災害廃棄物対策及び災害等廃棄物処理事業費補助金に関するツールキット

① 災害廃棄物対策ツールキット

中国ブロック協議会において、災害廃棄物対策を遂行する上で必要な多数の資料，様式等を，

資料業務別にとりまとめた。情報集約，市民への広報，各種申請，公費解体，災害査定の資料

作成，応援人員への指示のほか，事務連絡，費用償還，仮置場運営など，災害時のあらゆる場

面における書類・様式等を集約している。以下に一覧表を示す。

災害廃棄物対策ツールキット一覧（業務別）

※下記の書類名は，自治体名，自治体別ファイル番号，書類名で構成されている

No. 大項目 小項目 書類名

1 情報集約 被害状況 愛媛県 0212_災害等廃棄物及び廃棄物処理施設の被害状況_様式 10

2 情報集約 被害状況 愛媛県 0213_災害等廃棄物及び廃棄物処理施設の被害状況_様式 10（別紙）

3 情報集約 被害状況 愛媛県 0214_廃棄物関連事業者、協定締結団体等一覧及び被害状況_様式 11

4 情報集約 被害状況 愛媛県 0215_廃棄物関連事業者、協定締結団体等一覧及び被害状況_様式 11

（別紙）

5 情報集約 組織体制 愛媛県 0202_災害廃棄物処理に係る組織体制と連絡体制_様式 02

6 情報集約 組織体制 愛媛県 0301_平成 30 年７月豪雨の際の人員配置事例_参考資料 01

7 情報集約 組織体制 愛媛県 0302_平成 30 年７月豪雨の際の人員配置事例_参考資料 01（別紙）

8 情報集約 市町村への通知 愛媛県 0472_被災状況及び廃棄物の処理状況等の記録について_参考資料 28-

22-01

9 情報集約 解体撤去 岡山県 0104_とりまとめ様式_④解体進捗チェック表

10 情報集約 仮置場 宇和島市 0100_とりまとめ様式_大浦災害ごみ仮置場搬入台数

11 情報集約 仮置場 岡山県 0103_とりまとめ様式_③仮置場の管理状況

12 情報集約 処理進捗 岡山県 0101_市町村進捗状況報告様式入力要領

13 情報集約 処理進捗 岡山県 0102_とりまとめ様式_②平成 30 年 7 月豪雨における災害廃棄物処理の

進捗状況

14 情報集約 処理進捗 環境省 0100_平成 30 年 7 月豪雨等における災害廃棄物対策

15 収集運搬 負担金交付要綱 福山市 0102_平成３０年７月豪雨によるし尿くみとり手数料負担金交付要項

16 収集運搬 避難所ごみ推計 愛媛県 0308_避難所ごみ量推計方法_参考資料 07

17 収集運搬 処理フロー 愛媛県 0321_平成 30 年７月豪雨の際の分別、処理フロー事例_参考資料 19

18 収集運搬 処理フロー 愛媛県 0322_平成 30 年７月豪雨の際の分別、処理フロー事例_参考資料 19（別

紙）

19 収集運搬 市民への広報 愛媛県 0211_片づけごみ住民向け周知放送原稿_様式 09

20 収集運搬 市民への広報 愛媛県 0221_仮設トイレ使用方法チラシ_様式 17

21 収集運搬 市民への広報 愛媛県 0222_被災便槽汲み取りの住民向け周知文例_様式 18

22 収集運搬 市民への広報 愛媛県 0224_ごみ収集の住民向け周知文例_様式 20

23 収集運搬 市民への広報 広島市 0101_広報文_被災地域内ごみステーションの管理用具の貸与について

24 収集運搬 市民への広報 広島市 0102_広報文_し尿処理手数料の減免について

25 収集運搬 市民への広報 広島市 0103_広報文_被災者支援策における被災ごみ対応

26 収集運搬 市民への広報 広島市 0104_広報文_宅地内に流入し堆積した土砂等の処理

27 収集運搬 市民への広報 福山市 0101_広報文_被災ごみの回収について（お知らせ）



資-57

No. 大項目 小項目 書類名

28 収集運搬 市町村への通知 愛媛県 0429_生活ごみの回収について_参考資料 28-05

29 収集運搬 市町村への通知 愛媛県 0465_災害廃棄物収集運搬車両に係る高速道路料金の減免について_参

考資料 28-19-01

30 収集運搬 契約書 愛媛県 0225_片づけごみ収集運搬契約書例_様式 21

31 収集運搬 契約書 愛媛県 0226_片づけごみ処分契約書例_様式 22

32 収集運搬 契約書 倉敷市 0201_業務委託契約書（収集運搬）

33 収集運搬 契約書 倉敷市 0202_災害廃棄物収集運搬等業務委託仕様書（収集運搬）

34 収集運搬 契約書 倉敷市 0203_個人情報取扱特記事項（収集運搬）

35 収集運搬 契約書 倉敷市 0204_別表 1 平成 30 年 7 月豪雨による災害廃棄物関係処理業務関連

単価表（収集運搬）

36 収集運搬 契約書 倉敷市 0205_別表 2 再委託事業者一覧（収集運搬）

37 収集運搬 仮設トイレ推計 愛媛県 0303_仮設トイレ必要基数計算方法_参考資料 02

38 収集運搬 仮設トイレ推計 愛媛県 0304_仮設トイレの種類_参考資料 03

39 収集運搬 し尿処理支援 愛媛県 0306_平成 30 年７月豪雨の際の応援要請文書（し尿）_参考資料 05

40 収集運搬 し尿推計 愛媛県 0305_し尿収集必要量計算方法_参考資料 04

41 災害ごみ

処理

防じんマスク 愛媛県 0311_防じんマスクについて_参考資料 10

42 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0220_廃棄物処理法に基づく通知文書_様式 16

43 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0402_平成 30 年台風第７号及び前線等により発生した災害廃棄物対策

について_参考資料 28-01-01

44 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0403_平成 30 年台風第７号及び前線等により発生した災害廃棄物の処

理等に係るアスベスト飛散防止対策について（周知）_参考資料 28-01-02

45 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0404_平成 30 年台風第７号及び前線等により発生した災害廃棄物に起

因する害虫及び悪臭への対策について（周知）_参考資料 28-01-03

46 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0410_平成 30 年台風第７号及び前線等により発生した災害廃棄物の処

理に係る初動時の対応、仮置場の確保及び災害廃棄物の分別の徹底について

（周知）_参考資料 28-01-09

47 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0420_石綿（アスベスト）を含むおそれのある建材の取扱いについて_参考

資料 28-02-10

48 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0425_災害廃棄物の市町外処理について_参考資料 28-04-01

49 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0426_一般廃棄物の搬入処理に係る事前協議書_参考資料 28-04-02

50 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0427_（事前協議資料―１）処理の内訳_参考資料 28-04-03

51 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0428_（事前協議資料―２）一般廃棄物性状表_参考資料 28-04-04

52 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0430_災害廃棄物に係る注意喚起について_参考資料 28-06-01
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53 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0431_災害廃棄物に係る注意喚起について（依頼）_参考資料 28-06-02

54 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0442_平成 30 年台風第 12 号により災害廃棄物が発生した場合の処理

に係る初動時の対応及び平成 30 年 7 月豪雨により発生した災害廃棄物の飛

散・流出の防止に関する事前対策の徹底について_参考資料 28-11-01

55 災害ごみ

処理

市町村への通知 愛媛県 0443_平成 30 年台風第 12 号により災害廃棄物が発生した場合の処理

に係る初動時の対応及び平成 30 年 7 月豪雨により発生した災害廃物の飛散・

流出の防止に関する事前対策の徹底について（周知）_参考資料 28-11-02

56 災害ごみ

処理

市町村への通知 岡山県 0410_通知文_災害ごみ処理に関する留意事項（台風対策について）

57 災害ごみ

処理

市町村への通知 岡山県 0421_通知文_災害ごみ処理に関する留意事項（災害等廃棄物処理事業

に係る地方財政措置について）

58 災害ごみ

処理

市町村への通知 岡山県 0430_通知文_災害ごみ処理に関する留意事項（仮置場の環境モニタリン

グ、火災対策について）

59 災害ごみ

処理

市町村への通知 岡山県 0441_通知文_災害ごみ処理に関する留意事項（一般廃棄物の市町村外

処理について）

60 災害ごみ

処理

市町村への通知 岡山県 0442_廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

61 災害ごみ

処理

契約書 広島県 0501_事務委託規約（議案）

62 災害ごみ

処理

契約書 広島県 0502_業務委託契約書

63 災害ごみ

処理

契約書 広島県 0503_業務仕様書

64 仮置場 報告様式 愛媛県 0230_仮置場報告様式_様式 26

65 仮置場 報告様式 愛媛県 0231_仮置場報告様式_様式 26（別紙）

66 仮置場 報告様式 愛媛県 0316_一般廃棄物処理施設設置手続き一覧_参考資料 15

67 仮置場 処理施設 愛媛県 0313_施設処理可能量算出方法_参考資料 12

68 仮置場 市民への広報 愛媛県 0228_仮置場設置についての住民説明資料_様式 24

69 仮置場 市民への広報 愛媛県 0229_仮置場用地に関する応援要請_様式 25

70 仮置場 市民への広報 宇和島市 0201_広報文_災害ごみ仮置場（大浦地区埋立地）の受入れ時間等の

変更について

71 仮置場 市民への広報 宇和島市 0202_広報文_大浦災害ごみ仮置場

72 仮置場 市民への広報 宇和島市 0203_広報文_大浦災害家庭ごみ仮置場

73 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0412_仮置場レイアウト例_参考資料 28-02-02

74 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0413_仮置場について_参考資料 28-02-03

75 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0414_仮置場で注意すべき廃棄物_参考資料 28-02-04

76 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0415_仮置場等での害虫対策について_参考資料 28-02-05

77 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0416_仮置場の可燃性廃棄物の火災予防_参考資料 28-02-06_

78 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0417_仮置場での火災発生の防止について_参考資料 28-02-07
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79 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0418_仮置場での作業員の安全確保について_28-02-08

80 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0421_優良取組事例 1-7 ネットの活用による災害廃棄物の飛散防止_参

考資料 28-02-11

81 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0422_災害廃棄物の飛散防止について_参考資料 28-02-12

82 仮置場 契約書 愛媛県 0227_仮置場運営管理契約書例_様式 23

83 仮置場 候補地選定 愛媛県 0204_仮置場候補地リスト_様式 04

84 仮置場 候補地選定 愛媛県 0205_仮置場候補地リスト_様式 04（別紙）

85 仮置場 候補地選定 愛媛県 0317_仮置場候補地の選定指針_参考資料 16

86 仮置場 候補地選定 愛媛県 0318_仮置場候補地の選定指針_参考資料 16（別紙）

87 仮置場 候補地選定 愛媛県 0319_仮置場面積算出方法_参考資料 17

88 仮置場 候補地選定 愛媛県 0323_仮置場の配置事例_参考資料 20

89 仮置場 運営方法 愛媛県 0324_仮置場の必要資機材_参考資料 21

90 仮置場 運営方法 愛媛県 0325_仮置場管理の必要人員_参考資料 22

91 仮置場 運営方法 愛媛県 0326_仮置場管理の注意事項_参考資料 23

92 応援・受援 車両証明書 広島県 0100_平成 30 年 7 月大雨に伴う災害救助のために使用する車両の取扱

いについて(依頼）

93 応援・受援 支援協定 愛媛県 0203_民間事業者との支援協定_様式 03

94 応援・受援 市民への広報 愛媛県 0210_住民、ボランティア向けチラシ_様式 08

95 応援・受援 市民への広報 愛媛県 0223_避難所ごみ分別チラシ_様式 19

96 応援・受援 市民への広報 宇和島市 0300_広報文_ボランティアの皆様へのお願い 災害で出た家庭ごみの

出し方・仮置場での分別について

97 応援・受援 市町村への通知 愛媛県 0444_市町から一般社団法人えひめ産業廃棄物協会への支援要請（業

務委託）の方法について_参考資料 28-12-01

98 応援・受援 市町村への通知 愛媛県 0445_災害廃棄物処理等に係る支援要請_様式 1_参考資料 28-12-02

99 応援・受援 市町村への通知 愛媛県 0446_災害廃棄物処理等に係る支援要請【記載例】_様式 1_参考資料 28-

12-03

100 応援・受援 市町村への通知 愛媛県 0462_災害派遣等従事車両証明申請書_【申請様式】_参考資料 28-18-02

101 応援・受援 市町村への通知 愛媛県 0466_平成 30 年台風第 7 号及び前線等による大雨災害に伴う災害救助

のために使用する車両の取扱について（通知）_参考資料 28-19-02

102 応援・受援 市町村への通知 愛媛県 0468_平成 30 年台風第 7 号及び前線等による大雨災害に伴う災害救助

のために使用する車両の取扱について（通知）_参考資料 28-20-02

103 応援・受援 高速道路料金減免 愛媛県 0463_HP 案内_参考資料 28-18-03

104 応援・受援 高速道路料金減免 愛媛県 0464_県 HP_参考資料 28-18-04

105 応援・受援 契約書 愛媛県 0219_広域処理に係る契約書_様式 15

106 応援・受援 協定書 愛媛県 0218_広域処理に係る基本協定書_様式 14

107 応援・受援 協定書 愛媛県 0307_県が締結している災害関連協定_参考資料 06

108 応援・受援 要請文書 愛媛県 0216_応援要請文書（市町等あて）_様式 12

109 応援・受援 要請文書 愛媛県 0217_応援要請文書（県あて）_様式 13

110 応援・受援 経験者リスト 愛媛県 0201_災害廃棄物処理経験者リスト_様式 01
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111 災害がれき・

処理困難物

等処理

廃棄物処理方法 愛媛県 0309_腐敗性廃棄物の処理_参考資料 08

112 災害がれき・

処理困難物

等処理

廃棄物処理方法 愛媛県 0310_有害・危険物の処理_参考資料 09

113 災害がれき・

処理困難物

等処理

廃棄物処理方法 愛媛県 0314_処分方法の例_参考資料 13

114 災害がれき・

処理困難物

等処理

廃棄物処理方法 愛媛県 0330_建築物のアスベストについて_参考資料 27

115 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0406_廃石綿、感染性廃棄物やＰＣＢ廃棄物が混入した災害廃棄物につ

いて_参考資料 28-01-05

116 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0407_平成 30 年台風第７号及び前線等により被災したパソコンの処理に

ついて_参考資料 28-01-06

117 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0408_平成 30 年台風第７号及び前線等により被災した家電リサイクル法

対象品目の処理について_参考資料 28-01-07

118 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0409_平成 30 年台風第７号及び前線等により被災した太陽光発電設備

の保管等について_参考資料 28-01-08

119 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0411_災害廃棄物の適正処理について_参考資料 28-02-01

120 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0423_大規模災害により被災した自動車の処理について_参考資料 28-

03-01

121 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0432_被災した業務用冷凍空調機器のフロン類対策について_参考資料

28-07-01

122 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0433_被災した業務用冷凍空調機器のフロン類対策について_参考資料

28-07-02

123 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0434_平成 30 年 7 月豪雨災害により被災した家電リサイクル法対象品

目の処理（冷蔵庫）について_参考資料 28-08
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124 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0435_「災害時の建設リサイクルの留意点」の送付について_参考資料

28-09-01

125 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0436_「災害時の建設リサイクルの留意点」の送付について_参考資料

28-09-02

126 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0437_平成 30 年 7 月豪雨に係る建設リサイクル法第９条及び第 11 条の

取扱いについて（通知）_参考資料 28-10-01

127 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0438_平成 30 年 7 月豪雨に係る建設リサイクル法第 9条及び第 11 条

の取扱いについて（通知）_28-10-02

128 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0439_平成 30 年 7 月豪雨に伴う建設リサイクル法の取り扱いについて_

参考資料 28-10-03

129 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0440_リサイクル通知書（別紙１）_参考資料 28-10-04

130 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0458_損壊家屋の解体等に伴う解体ごみの適正処理について_参考資料

28-17-01

131 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0459_損壊家屋の解体等に伴う解体ごみの適正処理について【産廃協】

（依頼）_参考資料 28-17-02

132 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0460_損壊家屋の解体等に伴う解体ごみの適正処理について【建設協】

（依頼）_参考資料 28-17-03

133 災害がれき・

処理困難物

等処理

市町村への通知 愛媛県 0461_災害廃棄物収集運搬車両に係る高速道路料金の減免について_参

考資料 28-18-01

134 災害がれき・

処理困難物

等処理

災害廃棄物処理

チケット

松山市 0100_残土チケット(サンプル）

135 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0315_災害廃棄物補助金に関する留意事項_参考資料 14

136 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0405_平成 30 年台風第７号及び前線等により発生した災害廃棄物の処

理等に係る補助制度の円滑な活用について（周知）_参考資料 28-01-04

137 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0419_災害廃棄物処理事業補助金について_参考資料 28-02-09

138 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0473_災害廃棄物処理事業補助金について 28-22-02

139 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0474_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業の補助対象拡

充ついて（周知）_参考資料 28-23-01
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140 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0482_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業の実施につい

て 平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業の取扱いについて_参考

資料 28-24-01

141 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0483_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業の実施につい

て_参考資料 28-24-02

142 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0484_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業の取扱いにつ

いて_参考資料 28-24-03

143 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0485_廃棄物処理施設災害復旧費の国庫補助について_参考資料 28-

25-01

144 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0486_廃棄物処理施設災害復旧費の国庫補助について_参考資料 28-

25-02_

145 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0487_廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金交付要綱_参考資料 28-

25-03

146 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0488_平成 30 年 7 月豪雨に係る廃棄物処理施設災害復旧費の国庫補

助について_参考資料 28-25-04

147 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0489_平成 30 年 7 月豪雨により被災した施設に係る災害復旧事業の実

地調査の取扱いについて_参考資料 28-26-01

148 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0490_平成 30 年 7 月豪雨により被災した施設に係る災害復旧事業の実

地調査の取扱いについて（環境省所管補助施設）_参考資料 28-26-02

149 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0491_内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調

査要領_参考資料 28-26-03

150 災害査定 市町村への通知 岡山県 0300_通知文_【要確認】災害査定の実施にあたって

151 災害査定 市町村への通知 岡山県 0422_文書_災害等廃棄物処理事業費補助金

152 災害査定の

資料作成

支払フロー 広島県 0401_支払スケジュール_パターン別

153 災害査定の

資料作成

支払フロー 広島県 0402_平成 30 年７月豪雨_支払イメージ

154 災害査定の

資料作成

市町村への通知 広島県 0403_平成 30 年７月豪雨に係る災害廃棄物処理事業における土砂混じ

りがれき の撤去に係る経費の算出について （通知）

155 災害査定の

資料作成

費用推計 広島県 0404_【広島県版】土砂混じりがれき計算シート

156 災害査定の

資料作成

記載例 広島県 0405_災害報告書の綴り方

157 処理実行

計画

災害廃棄物発生量

推計

愛媛県 0206_災害廃棄物発生量等の推計方法_様式 05

158 処理実行

計画

災害廃棄物発生量

推計

愛媛県 0207_災害廃棄物発生量等の推計方法_様式 05（別紙）

159 処理実行

計画

災害廃棄物発生量

推計

愛媛県 0312_災害廃棄物量推計方法_参考資料 11
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160 処理実行

計画

災害廃棄物発生量

推計

愛媛県 0320_災害廃棄物の比重一覧_参考資料 18

161 処理実行

計画

様式 愛媛県 0208_災害廃棄物処理実行計画_様式 06

162 処理実行

計画

様式 愛媛県 0209_災害廃棄物処理実行計画（概要版）_様式 07

163 処理実行

計画

記載例 愛媛県 0327_災害廃棄物処理実行計画の記載事項_参考資料 24

164 処理実行

計画

記載例 愛媛県 0328_災害廃棄物処理実行計画の例_参考資料 25

165 処理実行

計画

記載例
広島県 0206_広島県災害廃棄物処理実行計画（H300831）

166 処理実行

計画

記載例
広島県 0207_広島県災害廃棄物処理実行計画【概要版】（H300831）

167 処理実行

計画

記載例
広島県 0208_【実行計画】別表【概要版】別紙：市町の災害廃棄物処理の概要

168 処理実行

計画

ひな形
広島県 0201_○○市町災害廃棄物等処理実行計画（参考フォーマット）

169 処理実行

計画

ひな形
広島県 0202_災害廃棄物処理基本フロー（参考フォーマット）

170 処理実行

計画

ひな形
広島県 0203_全体工程（参考フォーマット）

171 処理実行

計画

ひな形
広島県 0204_災害廃棄物処理の流れ

172 処理実行

計画

市民への広報 広島県 0205_H300831 報道提供資料：広島県災害廃棄物処理実行計画の策定

について

173 公費解体 必要書類 倉敷市 0104_必要書類一覧表

174 公費解体 同意書 広島市 0301_様式_家屋撤去同意書

175 公費解体 同意書 福山市 0203_被災家屋等の解体・撤去に関する同意書

176 公費解体 同意書 福山市 0204_被災家屋等の解体・撤去に関する同意書（土地所有者）

177 公費解体 同意書 福山市 0208_被災家屋の解体・撤去等に関する同意書（被災家屋に関して設定

した権利）

178 公費解体 同意書 福山市 0209_被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等に関する同

意書（隣接地権者）

179 公費解体 撤去費 岡山県 0202_平成 30 年７月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業における宅地内

土砂の撤去費について（情報提供）

180 公費解体 通知書 福山市 0212_被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等決定通知書

_様式第２号
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181 公費解体 通知書 福山市 0222_被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等費用に係る

償還決定通知書_様式第２号、被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の

撤去等費用に係る償還決定取消通知書_様式第３号

182 公費解体 誓約書 福山市 0205_被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等依頼申請に

係る誓約書

183 公費解体 誓約書 福山市 0206_被災家屋等の解体・撤去に係る誓約書（共有）

184 公費解体 誓約書 福山市 0207_被災家屋等の解体・撤去に係る誓約書（相続）

185 公費解体 制度概要 愛媛県 0329_損壊家屋の解体撤去手続（モデル）_参考資料 26

186 公費解体 制度概要 倉敷市 0103_倉敷市公費解体制度ＦＡＱ（Ｖｏｌ．１０）

187 公費解体 申請書 福山市 0211_被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等依頼申請書

_様式第１号

188 公費解体 申請書 福山市 0221_被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等費用償還申

請書_様式第１号

189 公費解体 申請フロー 福山市 0210_被災家屋の解体・撤去依頼申請に係るフロー

190 公費解体 実施要綱 倉敷市 0101_平成 30 年 7 月豪雨災害に係る被災建造物又は災害等廃棄物の

公費による撤去等に関する要綱

191 公費解体 実施要綱 倉敷市 0102_平成 30 年 7 月豪雨災害に係る被災建造物又は災害等廃棄物の

撤去等を自ら実施した者に対する所要経費の償還に関する要綱

192 公費解体 実施要綱 福山市 0213_福山市における平成３０年７月豪雨災害に係る被災家屋等の撤去

及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等に関する実施要綱

193 公費解体 実施要綱 福山市 0223_福山市における平成３０年７月豪雨災害に係る被災家屋等の撤去

及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等を既に実施した者に対する所要経費

の償還に関する実施要綱

194 公費解体 事業記録 益城町 0101_平成 28 年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録

195 公費解体 事業記録 益城町 0102_益城町災害廃棄物処理事業記録・付録資料集

196 公費解体 市民への広報 愛媛県 0233_家屋解体の住民向け周知文例_様式 28

197 公費解体 市民への広報 広島市 0302_広報文_被災家屋（全壊・大規模半壊・半壊）の解体・撤去

198 公費解体 市町村への通知 愛媛県 0441_解体工事一覧表（別紙２）_参考資料 28-10-05

199 公費解体 市町村への通知 愛媛県 0454_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、被災

市町村が損壊家屋等の解体・撤去を行う場合の留意事項について（周知）_参考

資料 28-15-01

200 公費解体 市町村への通知 愛媛県 0455_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害廃棄物処理事業において、被災市

町村が損壊家屋等の解体・撤去を行う場合の留意事項について（周知）_参考資

料 28-15-02

201 公費解体 市町村への通知 愛媛県 0456_公共土木施設及び宅地の堆積土砂等撤去の取扱について_参考

資料 28-16-01

202 公費解体 市町村への通知 愛媛県 0457_公共土木施設及び宅地の堆積土砂等撤去の取扱について（通知）

_参考資料 28-16-02

203 公費解体 市町村への通知 広島県 0302_平成 30 年７月豪雨に係る災害廃棄物処理事業における損壊解

体家屋等の解体工事費の算定 について （通知）



資-65

No. 大項目 小項目 書類名

204 公費解体 費用推計 広島県 0302_平成 30 年７月豪雨に係る災害廃棄物処理事業における損壊解

体家屋等の解体工事費の算定 について （通知）

205 公費解体 契約書 愛媛県 0232_家屋解体受付コールセンター設置契約書例_様式 27

206 公費解体 契約書 倉敷市 0105_「被災家屋解体業務コールセンター」運用業務委託契約書

207 公費解体 解体工事費 岡山県 0201_平成 30 年７月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業における損壊家

屋等の解体工事に係る施工単価について（通知）

208 公費解体 委任状 福山市 0201_委任状（土地所有者向け）

209 公費解体 委任状 福山市 0202_委任状

210 土砂撤去 申請書類 広島市 0201_様式 1_土砂撤去受付票

211 土砂撤去 申請書類 広島市 0202_様式 2_土砂撤去同意書

212 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0447_平成 30 年７月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に

所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の

費用償還に関する手続きについて_参考資料 28-13-01

213 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0448_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に

所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の

費用償還に関する手続きについて（周知）_28-13-02

214 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0449_全壊家屋や宅地内土砂混じりがれきの撤去費用等申請書の利用

に当たっての注意事項_参考資料 28-13-03

215 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0450_家屋等の撤去費用申請書_参考資料 28-13-04

216 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0451_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に

所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の

費用償還に関する手続きについて（注意事項の改定）_参考資料 28-14-01

217 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0452_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に

所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の

費用償還に関する手続きについて（注意事項の改定）_参考資料 28-14-02

218 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0453_全壊家屋や宅地内土砂混じりがれきの撤去費用等申請書の利用

に当たっての注意事項（改定版）_参考資料 28-14-03

219 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0467_平成 30 年 7 豪雨に伴う災害救助のために使用する車両の取扱に

ついて_参考資料 28-20-01

220 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0475_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害廃棄物処理事業の補助対象拡充

について（周知）_参考資料 28-23-02

221 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0476_平成 30 年 7 月豪雨により半壊以上の判定を受けた家屋の解体費

用の国庫補助について（別紙）_参考資料 28-23-03

222 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0477_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に

所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の

費用償還に関する手続きについて（周知）_参考資料 28-23-04

223 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0478_全壊家屋や宅地内土砂混じりがれきの撤去費用等申請書の利用

に当たっての注意事項_参考資料 28-23-05

224 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0479_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に

所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の

費用償還に関する手続きについて（注意事項の改定）_参考資料 28-23-06



資-66

No. 大項目 小項目 書類名

225 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0480_全壊家屋や宅地内土砂混じりがれきの撤去費用等申請書の利用

に当たっての注意事項（改定版）_参考資料 28-23-07

226 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0481_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害廃棄物処理事業において、被災市

町村が損壊家屋等の解体・撤去を行う場合の留意事項について（周知）_参考資

料 28-23-08

227 費用返還 申請書類 広島市 0401_(家屋)費用償還申請書_様式 1

228 費用返還 申請書類 広島市 0402_(家屋)委任状_様式 2

229 費用返還 申請書類 広島市 0403_(家屋)自費撤去に係る償還申請同意書_様式 3

230 費用返還 申請書類 広島市 0404_(家屋)償還金交付決定通知書_様式 4

231 費用返還 申請書類 広島市 0405_(家屋)償還金不交付決定通知書_様式 5

232 費用返還 申請書類 広島市 0406_(家屋)償還金交付請求書_様式 6

233 費用返還 申請書類 広島市 0407_(家屋)償還金交付確定通知書_様式 7

234 費用返還 申請書類 広島市 0408_(土砂)費用償還申請書_様式 8

235 費用返還 申請書類 広島市 0409_(土砂)委任状_様式 9

236 費用返還 申請書類 広島市 0410_(土砂)償還金交付決定通知書_様式 10

237 費用返還 申請書類 広島市 0411_(土砂)償還金不交付決定通知書_様式 11

238 費用返還 申請書類 広島市 0412_(土砂)償還金交付請求書_様式 12

239 費用返還 申請書類 広島市 0413_(土砂)償還金交付確定通知書_様式 13

240 費用返還 申請書類 広島市 0414_(家屋)現場確認用シート_様式 14

241 費用返還 申請書類 広島市 0415_(土砂)現場確認用シート_様式 15

242 費用返還 申請書類 広島市 0416_(家屋及び土砂)費用償還申請書_様式 16

243 費用返還 申請書類 広島市 0417_(家屋及び土砂)償還金交付決定通知書_様式 17

244 費用返還 申請書類 広島市 0418_(家屋及び土砂)償還金交付請求書_様式 18

245 費用返還 申請書類 広島市 0419_(家屋及び土砂)償還金交付確定通知書_様式 19

246 費用返還 申請書類 広島市 0420_委任状_家屋（参考）

247 費用返還 申請書類 広島市 0421_委任状_土砂（参考）

248 費用返還 申請書類 広島市 0422_参考.被災状況図

249 被災者生活

支援

市町村への通知 愛媛県 0424_大規模災害により被災した自動車の処理について_参考資料 28-

03-02

250 被災者生活

支援

市町村への通知 愛媛県 0469_特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措

置に関する法律第 3 条の規定による行政上の権利利益に係る満了日の延長に

関する措置の適用について_参考資料 28-21-01

251 被災者生活

支援

市町村への通知 愛媛県 0470_特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措

置に関する法律第 3 条の規定による行政上の権利利益に係る満了日の延長に

関する措置の適用について_参考資料 28-21-02

252 その他 市民への広報 宇和島市 0400_広報文_消毒液の使用方法について

253 その他 市町村への通知 愛媛県 0401_平成 30 年７月豪雨における通知等_参考資料 28

254 その他 市町村への通知 愛媛県 0471_特定非常災害特措法の概要（別紙）_参考資料 28-21-03

255 その他 市町アンケート調査 愛媛県 0500_調査編

256 その他 マニュアル 愛媛県 0100_災害廃棄物処理対策マニュアル 市町策定用モデル
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② 災害等廃棄物処理事業費補助金報告書ツールキット

中国四国地方環境事務所では、災害廃棄物処理事業報告および被災家屋等解体・土砂混じり

がれき撤去報告を上げるに当たり必要な書類一式の様式フォーム化を行っている。参考資料と

して，災害廃棄物処理事業費補助金報告書に必要な様式を以下のとおり一覧表としてとりまと

めた。

災害廃棄物処理事業報告 必要書類一覧

No. 書類名

1 報告書 0100_表紙

2 報告書 0101_災害廃棄物処理事業報告

3 報告書 0102_地域の概要

4 報告書 0103_気象データ

5 報告書 0104_行政区域図

6 報告書 0105_行政区域図・写真

7 報告書 0106_行政区域図・写真_仮置場

8 報告書 0107_災害廃棄物発生量

9 報告書 0108_災害廃棄物発生量_推計根拠

10 報告書 0109_事業費根拠資料-01（運搬費_災害廃棄物運搬）

11 報告書 0110_事業費根拠資料-02（運搬費_仮置場分別）

12 報告書 0111_事業費根拠資料-03（運搬費_一次仮置場→二次仮置場運搬）

13 報告書 0112_事業費根拠資料-04（運搬費_仮置場分別→運搬）

14 報告書 0113_事業費根拠資料-05（運搬費_仮置場，二次仮置場積込）

15 報告書 0114_事業費根拠資料-06（処理・処分費_家電リサイクル料金）

16 報告書 0115_事業費根拠資料-07（処理・処分費_廃タイヤ処分）

17 報告書 0116_事業費根拠資料-08（処理・処分費_災害廃棄物処分）

18 報告書 0117_事業費根拠資料-09（処理・処分費_適正処理困難物処理）

19 報告書 0118_事業費根拠資料-10（借上料_重機借上）

20
報告書 0119_事業費根拠資料-11（委託料_被災家屋等解体・土砂混じりが

れき撤去業務）

21 報告書 0120_事業費根拠資料-12（控除（事業収入）_鉄くず売却収入)

被災家屋等解体・土砂混じりがれき撤去報告 必要書類一覧

No. 書類名

1 報告書 0200_表紙

2 報告書 0201_被災家屋等解体・土砂混じりがれき撤去報告

3 報告書 0202_自費解体予定一覧

4 報告書 0203_自費解体位置図_写真_設計書_計算シート

5 報告書 0204_公費解体予定一覧

6 報告書 0205_公費解体位置図_写真_設計書_計算シート

7 報告書 0206_土砂混じりがれき撤去予定一覧

8 報告書 0207_土砂混じりがれき撤去位置図_写真_計算シート
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(6) 住民向け広報，ボランティア向け広報のテンプレート

中国ブロック協議会では、災害時における住民への広報ツールとして、情報発信用のひな形を

以下の通り整理した。

①「予告広報」用のひな形

仮置場の開設見通しと排出規制を行うための「予告情報」のひな形を以下のように整理した。

住民向け「予告広報」用の発信のひな形（例）

●●市からのお知らせです。

【通常の「生活ごみ」の扱いについて】

〇生ごみなどの「生活ごみ」の回収は通常とおり実施しています。

通常のごみ収集日に，ごみステーションに出してください。

【豪雨により使えなくなった家財等の「災害ごみ」の扱いについて】

〇「災害ごみ」は，指定する「仮置場」へ分別して持ち込んでいただきます。

〇現在，仮置場の開設を進めていますので，ごみステーションや道路等に持ち出さないよ

うにしてください。

〇仮置場の場所・受入開始日・受入時間・受付品目などの詳細は，別途，ちらし・広報・市

ホームページにてお知らせします。

〇指定場所以外に持ち出しされますと，その対応により，円滑な「災害ごみ」の処理に影

響が生じるため，ご理解・ご協力のほど，よろしくお願い致します。

【お問合せ先】

●●市 環境部 ●●係 電話〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇

家庭から出る災害ごみの出し方のご案内（予告広報）
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②仮置場設置直後の住民向けの広報ひな形

中国ブロック協議会において、令和２年３月に「一時仮置場設置運営の手引き」を整理し

ており、その中で以下のような住民等に向けた広報のひな形を整理している。

仮置場への受入時の住民等向け広報ひな形（例）

タイトル

「豪雨災害で発生したごみの受け入れについて」

公開：●年●月●日

最新更新日：●年●月●日

今回の豪雨災害で発生したごみ（災害廃棄物）の受入場所を開設しています。

通常の生活ごみは，ごみステーションを通して回収していますが，災害がれきは，ごみ

ステーションには出せません。下記の受入場所に搬入してください。

【受入場所】

名称 住所 開設状況 受入れ品目 備考

●● ●● 開設中 ●●

●● ●● 休止中 ●●

※●●については，満杯になり受入れが不可能となりましたので，●月●日をもって受け

入れを停止しました。

【搬入日】

・〇年〇月〇日より開始 ～ 〇月〇日まで

・土日祝を含む

※受入体制の確保等により，搬入可能日時が変更する場合があります。

【搬入時間】

・午前９時～午後５時まで （正午～午後１時は昼休みのため休止）

【搬入方法】

・車両等により直接搬入してください。

※個人での搬入が困難な方は，●●にご相談ください。

【品 目】（例）

１）畳 ２）布団 ３）木くず ４）家具等の可燃ごみ

５）ガラス・金属・家電等の不燃ごみ ６）瓦・陶器等のがれき

※係員の指示に従い，それぞれの場所に分別しておろしてください。

※災害による土砂については，●●処理場に搬入してください。

※【品目】分類については，「住民に配布するごみカレンダー」などの周知情報に，「災

害時の品目分類は●種類とします」などを記載し，平時から住民への災害時の分別方法

を周知徹底しておくことが重要です。

出典：「一次仮置場設置運営の手引き」（令和２年３月、中国四国地方環境事務所）
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仮置場に関する広報の工夫例「宇和島市での仮置場の広報資料」

【当該広報の特徴】

・平成30年７月豪雨災害時において，実際に用いられた広報資料。

・仮置場のレイアウトに関する情報とあわせて，「受入品目（分類）」「受入時間」

「荷降ろしの対応内容」などの情報提供を行っている。

・ホームページや仮置場の受付（看板）での情報発信だけ

でなく，仮置場の運営職員のベスト前面部に掲示するこ

とで，住民やボランティアに対して配置図を見せながら

分かりやすく案内することができたなど，現場での発信

方法にも工夫がなされていた。

出典：「一次仮置場設置運営の手引き」（令和２年３月、中国四国地方環境事務所）

それぞれの指定場所に降ろして下さい

受入時間：９時～17 時

荷降ろしは各自でお願いします

※困難な方はお申出下さい

７月 30 日から12時～13時は閉鎖します
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環境省関東地方環境事務所において，災害時に迅速に災害廃棄物の出し方，仮置場開設等

の広報ができるように広報チラシ等のひな形が作成されている。災害廃棄物の出し方・仮置

場の案内チラシ（イラスト入り，イラストなし）のほか，生活ごみの回収チラシや広報車の

放送原稿等がある。

下記 URL より，テンプレートがダウンロードできる。

〇情報発信している URL

http://kanto.env.go.jp/post_9.html

（災害廃棄物処理の手引き・広報原稿・記録より）

イラストを用いて理解度を高める工夫やテンプレートデータをダウンロード提供する対応

がなされており，自治体担当者にとっては活用しやすいひな形であると考えられる。
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災害により発生したごみの分類・仮置場の案内チラシのひな形（イラスト入り表面）

出典：「広報原稿のひな形 災害により発生したごみの分別・仮置場のご案内（イラスト入

り）」（環境省関東地方環境事務所）
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災害により発生したごみの分類・仮置場の案内チラシのひな形（イラスト入り裏面）

出典：「広報原稿のひな形 災害により発生したごみの分別・仮置場のご案内（イラスト入

り）」（環境省関東地方環境事務所）
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(7) 環境本省資料（技術指針，マニュアル，災害廃棄物関連補助金の概要等）

① 災害廃棄物対策指針

出典：「災害廃棄物対策情報サイト」

（環境省、http://kouikishori.env.go.jp/guidance/guideline/）
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② 災害廃棄物対策指針 技術資料・参考資料

出典：「災害廃棄物対策情報サイト」

（環境省、http://kouikishori.env.go.jp/guidance/download/）
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③ 大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針について

出典：「災害廃棄物対策情報サイト」

（環境省、http://kouikishori.env.go.jp/guidance/guideline_action/）
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④ 災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き

出典：「災害廃棄物対策情報サイト」

（環境省、http://kouikishori.env.go.jp/guidance/initial_response_guide/）



資-78

⑤ 地方公共団体向け仮設処理施設の検討手引き

出典：「災害廃棄物対策情報サイト」

（環境省、http://kouikishori.env.go.jp/guidance/treatment_facility_installation/）
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⑥ 災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）
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出典：「災害廃棄物対策情報サイト」

（環境省、http://kouikishori.env.go.jp/action/d_waste_net/）
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⑦ 災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）

出典：「災害廃棄物対策情報サイト」

（環境省、http://kouikishori.env.go.jp/action/jinzai_bank/）
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⑧ 応援職員の派遣に関する特別交付税措置の概要

【参考】災害等に伴う職員派遣にかかる特別交付税による財政措置について

・地方自治法に基づく職員派遣か否かにより、費用負担を行う自治体が異なるため、特別交付

税の対象自治体等が異なる。

「災害応援」

対象経費 被災地域の応援に要した費用

財政措置の対象
派遣元自治体
（短期派遣職員を想定しており、その場合の費用は派遣元自治
体が負担している）

算定方法

・単価方式(※)により算定した額
※応援職員の延べ日数×単価 等

・総務大臣が調査した額（実績額）の8割
上記のいずれか少ない方(5割保証)

算定時期 12月・3月

備考 地方自治法に基づかない派遣

出典：総務省ホームページ「災害等に伴う職員派遣について」を一部加工

【参考】被災地への職員等の派遣に関する条例の事例

岡山県総社市は、大規模災害に見舞われた被災地に対して、職員の派遣及び市民ボランティ

アへの援助に関する条例（総社市大規模災害被災地支援に関する条例）を策定している。

市長が職員の派遣に伴って必要となる調整を行うこと、市が支援に要した費用を負担する

こと（ただし、被災地との協議により負担区分を定める）を定めている。また、市が、市民に

対してボランティア保険料の援助等を行うが、同援助を受ける者はあらかじめ市に登録した

者としている。

出典：「災害廃棄物処理支援員制度について【解説】」（令和２年３月、環境省環境再生・資源循

環局環境再生事業担当 参事官付災害廃棄物対策室）（一部修正）
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⑨ 防衛省・自衛隊との災害廃棄物の撤去等に係る連携対応マニュアル

出典：「災害廃棄物対策情報サイト」

（環境省、http://kouikishori.env.go.jp/action/cooperation/）
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⑩ 国の補助スキームについて（補助金）

出典：「災害廃棄物対策情報サイト」

（環境省、http://kouikishori.env.go.jp/action/auxiliary_scheme/）
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出典：「災害廃棄物対策情報サイト」

（環境省、http://kouikishori.env.go.jp/action/auxiliary_scheme/）



⑪ 廃棄物処理法の非常災害時特例
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(8) 国立環境研究所 災害廃棄物情報プラットフォーム等

① 災害廃棄物情報プラットフォーム

国立研究開発法人 国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センターが開設した災害廃棄物

に関する情報を集約・整理したＷＥＢサイトである。

情報プラットフォームでは、過去の災害で実際に災害廃棄物の処理にあたった実務者の経

験及び知見を共有するとともに、将来の災害に備えた事前の計画づくりなどに精力的に取り

組んでいる様々な関係主体の活動を紹介している。また、過去の災害の記録や、災害廃棄物

処理計画の策定に役立つ各種情報についても掲載している。

出典：「災害廃棄物情報プラットフォーム」（https://dwasteinfo.nies.go.jp/）
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② 災害廃棄物対策マネジメントツール Sai-hai

国立環境研究所において、各自治体が災害廃棄物対策を着実に進めることを支援する

ことを目的として、「災害廃棄物対策マネジメントツール：Sai-hai」の運用を開始して

いる。このシステムを用いることによって、災害廃棄物対策について学びながら、自組織

の廃棄物処理システムの災害に対する強み・弱点を評価するとともに、国や自治体の災

害廃棄物対策事例を参考に対策計画を作ることが可能となる。また、評価結果や対策計

画を保存することで、円滑な引継ぎに活用することができる。

Sai-haiは市町村で効果的に災害廃棄物対策を進めるためのマネジメントツールで

す。組織の廃棄物処理システムがどの観点で災害に強いか・弱いかを評価できます。

特に、自治体規模によらず重要な観点に絞って評価できるようにしています※。さら

に、弱点を克服するために、災害廃棄物対策のリストを参照して対策レポートを作成

できます。

※災害廃棄物処理において重要な一部の項目（損壊家屋の解体撤去、二次仮置場の設置・運営等）

については、特に中小規模自治体にとって相対的に重要度が低いとの判断からSai-haiでは扱っ

ていません。

出典：「災害廃棄物対策マネジメントツール Sai-hai」

（https://dwasteinfo.nies.go.jp/news/sai-hai.html）
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③ 災害廃棄物処理計画検索システム

◎「災害廃棄物処理計画一覧」を動的にデータベース化し検索機能を強化、発行年・災害種

別や目次内容等からの検索が可能になっています。

◎目次検索の３つの特徴：①環境省の対策指針項目についての検索、②自治体横断検索、③

処理計画のページ単位でアクセスし易い

→ 処理計画策定時や改定時に使い易い設計となっています。

出典：「災害廃棄物処理計画検索システム（概要説明動画・操作マニュアル）」

（https://dwasteinfo.nies.go.jp/plan/project_man2.html）
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(9) 損壊家屋等の撤去・解体に関する事例

① 平成28年熊本地震

公費による損壊家屋の撤去及び解体は，基本的には全壊家屋が補助の対象であるが，

熊本地震においては，震度７を２度記録するなど，市民の生活環境に密接した家屋等の

建物に甚大な被害が発生したことから，被災自治体からの要望や過去の実績を踏まえた

処理の円滑化のため，半壊家屋の解体費用も補助対象となった。

「全壊」判定家屋の解体・撤去

○ 既に倒壊状態あるいは倒壊に近い状態となっており，所有者の意思確認を行っ

た上で，生活環境保全上の支障が生じないよう，すみやかに解体・撤去作業を行

う必要があるため，災害等廃棄物処理事業費補助金の対象としている。

「半壊」判定家屋の解体・撤去

○ 利用が困難であると所有者が判断したものについては，生活環境保全上の支障

が生じないよう，すみやかに解体・撤去作業を行う必要があるため，災害等廃棄

物処理事業費補助金の対象とする。

○ 一方，修復して再利用すると所有者が判断したものについては，所有者の費用

負担のもと，修復，リフォーム等が行われる。リフォームにより生じた廃棄物は

産業廃棄物に該当するため，所有者が委託（所有者の費用負担）したリフォーム

事業者が責任を持って処理するものとなる。

出典：「事務連絡資料」（平成28年５月３日、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対

策課）
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② 平成30年７月豪雨

平成30年８月３日付け環境省通知により、本災害においては、半壊家屋の解体費用に

ついても補助対象となることが示された。

また、被災市町村が損壊家屋等の解体・撤去を行う場合の留意事項について、環境省よ

り以下のとおり周知された。

【留意点】

・可能な限り所有者等へ連絡を行い、調査計画を事前に周知した上で被災物件の立入調査を

行う。

・一定の原型を留めた建物及び倒壊の危険があるものは土地家屋調査士を派遣し、建物の価

値について判断を仰ぐ。

・撤去・解体の作業開始前及び作業終了後に、動産、思い出の品等を含めて、撤去前後の写真

等の記録を作成する。

・撤去及び解体作業においては、安全確保に留意し、適宜散水を行うとともに、適切な保護

具を着用して作業を実施する。

・廃棄物を仮置場へ撤去する場合は、木くず、がれき類、金属くず等の分別に努め、できるだ

け焼却及び埋立の処分量の減量化に努める。

・作業者や関係者の安全確保に心がけ、警報等が発令された際の情報源確保（ラジオの配布）

や避難場所等の情報の事前確認、消火器の配置等を行う。

・粉塵の防止やアスベスト飛散防止のため、適宜散水して作業を行う。また、作業員や立会

い者は、防じんマスクやメガネ等の保護具を着用し、安全を確保する。

出典：「事務連絡 平成30年７月豪雨に係る災害廃棄物処理事業において、被災市町村が損壊家屋

等の解体・撤去を行う場合の留意事項について（周知）」（平成30年８月２日、環境省環境

再生・資源循環局 環境再生事業統括官付災害廃棄物対策室）



(10) 堆積土砂排除事業（国土交通省所管）及び災害等廃棄物処理事業（環境省所管）の連携

宅地・道路等がガレキと流木・土砂により埋没した場合は、災害復旧事業だけでなく、堆積土砂排除事業（国土交通省都市局所管）及び

災害等廃棄物処理事業（環境省所管）と連携することにより一括撤去することが可能となる。

出典：「事務連絡 堆積土砂排除事業（国土交通省所管）及び災害等廃棄物処理事業（環境省所管）が連携する場合においての国庫補助申請に当

たっての留意事項（通知）」（平成 30 年９月 11 日、国土交通省都市局都市安全課都市防災対策企画室長、国土交通省水管理・国土保全

局防災課総括災害査定官、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長）
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